
令和７年度 

研 究 紀 要 
第 53 号 

川口市教育研究会 





あ い さ つ 

川口教育研究会

会長 加藤 智美

今年度も、各研究部では部長・副部長様を中心に

授業研究会、研修会、講演会等、創意工夫のある活

動を計画・実施していただきました。また、令和７

年８月２６日に蕨市民会館で行われました教育講

演会は、残念ながら参加人数を限定しての開催とな

りましたが、５００名を超える会員の皆様にご参加

いただき、盛況のうちに終えることができました。

これもひとえに会員の皆様のご協力のおかげと感

謝申し上げます。

このたび、令和７年度の研究活動をまとめ、「第

５３号研究紀要」として発行する運びとなりました。

会員の皆様におかれましては、今年度の研究活動を

振り返り、次年度も一層充実した活動を展開できま

すよう有効にご活用いただければと思います。編集

に携わっていただいた担当評議員の皆様、玉稿を賜

りました皆様に心から感謝を申し上げます。

社会の急激な変化が叫ばれる中、子供たちが様々

な変化に積極的に向き合い、他者と協働して課題を

解決していく力等を身に付けさせようと、各学校で

は様々な教育活動が実践されています。各研究部に

おいても、今日的課題を踏まえた研修会や授業研究

会等を実施していただきましたことは、参加者を通

じて各学校の教育活動の充実に繋がるものと捉え

ております。そして、こうした時代だからこそ、本

研究会の基本理念である「子どもから出て、子ども

に還る」の原点に立ち返り、すべての子どもたちの

学びを保障するために必要なことを、会員の皆様と

ともに引き続き熟考し、前進していくことが大切だ

と考えております。

結びに、本会の研究活動を推進するにあたり、川

口市教育委員会教育長 井上 清之 様をはじめ、

川口市教育委員会の皆様方には、多大なるご支援を

いただきました。お陰様をもちまして、多くの成果

を挙げることができました。衷心より御礼申し上げ

挨拶といたします。

あ い さ つ 

川口市教育委員会

教育長 井上 清之

川口市教育研究会におかれましては、創立５６年

という輝かしい歴史と伝統を継承されるとともに、

今年度も授業研究会や研修会、展覧会、発表会など、

各研究部の皆様による不断の探究と実践の成果を

本研究紀要第５３号として取りまとめられ、発刊さ

れましたことに心よりお慶び申し上げます。併せて、

日頃より教育研究会会長を中心に会員の先生方が

熱意をもって研究及び教育実践に取り組まれ、本市

の学校教育の充実、そして子どもたちの確かな成長

に多大なご貢献をいただいておりますことに、深く

感謝申し上げます。

さて、社会の変化は今なお加速し、次代の予測が

難しい状況となっております。その中にあっても、

学校現場では、子どもたち一人ひとりが未来の担い

手として、多様な人々と協働しながら新たな価値を

創造する力を育んでいくことが期待されておりま

す。こうした教育の局面は、まさに不易と流行を見

極めた取り組みが求められる時代ともいえます。

川口市教育委員会といたしましては、令和８年度

より「未来を創造する人材を育て、すべての人が輝

く 川口の教育」を基本理念に掲げた、新たな「川

口市教育振興基本計画」を策定し、さらなる成果が

求められているところでございます。本市の子ども

たちの知・徳・体の調和のとれた人間形成と確かな

学力、豊かな人間性を育む、川口ならではの教育施

策を一層推進してまいる所存でございます。

各学校におかれましては、教育力と指導力の一層

の向上に向け、創意ある教育活動を展開されながら、

子どもたちの多様な成長を支える取組に引き続き

ご尽力いただきますようお願いいたします。

そして、川口市教育研究会の皆様が掲げる「子ど

もから出て子どもに還る」という基本理念のもと取

り組まれる諸活動が、市民の期待に応え、子どもた

ちの未来を切り拓く力の源泉となりますことを大

いに期待しております。

結びに、本研究会の益々の発展と、会長ならびに

会員の皆様のご健勝、ご活躍を祈念し、挨拶といた

します。
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【感想】 ＊令和７年度編集委員 

デジタル・シティズンシップという言葉を初

めて聞いた。デジタル・シティズンシップとは

デジタルの技術の利用を通じて社会に積極的に

関与し参加する能力のことである。今まではデ

ジタル技術の利用を、学校では教師が使わせる

もの、家庭では子供が勝手に使うものという考

えがあったが、これからは学校でも家庭でも、

子供の自律利用を大切にし、常時利用を前提と

した学校と家庭の連携が必要だということがわ

かった。 

ネット利用が校外の厄介ごとではなく、すで

に学校の内外の日常になっているという話があ

った。ネットを常に利用する私たち自身も、正

しいメディアの使い方を改めて考えなければな

らないと感じた。 

講演の中で、「デジタルな日常はもう誰も否定

できない。」という言葉に、深く共感した。大人

も子供も、デジタル環境は生活に必要不可欠で

ある。デジタル・アクセス権は基本的人権と同

等だという言葉に驚いたが、子供たちからデジ

タル剥奪をすることは、学習権の侵害だという

ことを知り、子供たちの学習からデジタルを切

り離せないと感じた。だからこそ子供たちと正

しいネット利用について確認をし、子供たちに

主体的なメディアの読み解きや情報活用能力を、

私たち教師が育成しなければならない。 

GIGAスクールにおけるデジタル・シティズ

ンシップについて、学ぶことができた。これか

らの指導に生かすことのできる貴重な経験とな

った。     （上青木小学校 安藤 桃香） 

ネット上のルールやマナーを守るだけではく、

オンラインで自分の意見を発信したり、社会課

題の解決に主体的に参加したりする主体的な姿

勢も含まれているという特徴もあるそうです。 

学校生活の中でもデジタル化が進んでおり、

GIGA端末を文房具のように使っている現在に

おいて大変興味深い内容でした。今までは、学

校生活の中では教師が使わせており、家庭では、

子どもが勝手に使っているという状態でしたが、

これからは、学校でも家庭でも子どもが自律し

て利用できるようになるべきだと豊福先生はお

っしゃっていました。子どもたちがいつでも使

用できるように学校と家庭の連携も大切だと思

いました。 

 GIGA 端末が使われ始めたころは、インター

ネット利用のルールなどの抑制や他律の情報モ

ラル教育でした。厄介な物が増えてしまったと

いうマイナスなイメージもありましたが、これ

からは、学校内外で日常的に子どもたちが自律

して活用できるような教育が必要だと理解しま

した。 

 子どもたちにGIGA端末を渡す際の東京都の

学校の授業の様子を見させていただきましたが、

１年生の子どもたちが安心安全にタブレットを

使うためにはどうしたらいいのかしっかりと考

えている様子が伝わってきました。何のために

GIGA端末を使うのか自分事として子どもたち

が考えていくべきだと思いました。低学年のう

ちから責任をもって安心安全に使えるような教

育をしていくことが大切だと感じました。 

 様々な教材や指導案についても豊福先生は紹

介してくださったので、これからの指導の中で

活用していきたいと思います。 

（青木北小学校 神保 友佳子） 

「デジタル・シティズンシップ」耳慣れない

言葉がまた、学校現場にやって来た。この、新

興勢力といかにして対峙するか。それでなくて

も盛り沢山の教育課程をいかに精選し整備して

いくかに苦慮している各校において、新たな教

育課題への取組にどこから着手していったらよ

いのだろうか。そんな問題意識をもって、講演

会を拝聴した。 
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 結果、既存の教育課程を大きく改変すること

なく導入することができそうだと分かって、ほ

っとした。しかしながら、使用できるコンテン

ツが多様に用意されているものの、それらを使

いこなすようにするための準備時間も必要にな

るであろうことを考えると、やはり二の足を踏

んでしまいそうな状況ではある。 

 ある小学校を訪問した際、ＡＩとの上手な付

き合い方について、ＡＩの操作の仕方や作成さ

れた情報を批判的に読み解く方法などを、児童

のワークショップを通じてレクチャーしていた

だく授業に参加したことがある。豊福先生がお

っしゃるように「デジタル・シティズンシップ

を必要とするのは子どもだけではない」という

体感を得た時間ではあった。 

 デジタル技術の利用を通じて、社会に積極的

に関与し参加する能力を効率よく身に付けられ

るよう、教育課程を精査したい。 

（青木中央小学校 熊谷 壽） 

豊福先生のお話の中に、「情報の偏在から遍在

へ」というお言葉がありましたが、まさに今現

在、当たり前のように教員のみならず児童一人

一人がGIGAスクール端末をもち、情報を扱い、

学習に活用するようになっており、それに伴い

デジタル・シティズンシップの重要性も高くな

っていると感じました。もちろん児童に指導す

る立場である教員は、児童以上に情報に関して

の活用・自律・行動規範について深く理解して

おく必要があると考えます。本校の情報・プロ

グラミング教育の年間指導計画を見直すと、情

報モラルに関しての内容が設定されてはいます

が、講演内でご指摘のあった通り、主に情報の

マイナス面について知るような内容となってい

ました。 

今後の指導にあたっては、①生活文脈と関連

させること②責任のリングを意識し児童自身に

よりよい扱い方を考えさせることを意識して年

間指導計画を見直し、指導に生かしていきたい

と思います。また、ご紹介いただいた「STEAM

ライブラリ」等を用いた学級懇談会等を行うこ

とで、保護者とともにデジタル・シティズンシ

ップについて考えることもできると感じました。

今後の教育過程の計画に生かしていきたいと思

います。 

（上青木南小学校 其田 充司） 

これまでにも「情報モラル」「メディアリテラ

シー」等の言葉は聞き慣れていたが、恥ずかし

ながら、講演を聞くまで、「デジタル・シティズ

ンシップ」という言葉を正確に理解できていな

かった。今回、豊福先生のお話を聞き、改めて、

教育現場でありがちな、情報機器の使用方法を

規制し管理・統制するような動きではなく、積

極的に使用させていくことの大切さを実感した。

「長期休業中に端末を持ち帰らせるか、学校に

置いていかせるか」実際、学校現場ではこのよ

うな話になることが度々あり、意見が分かれる。

持ち帰ることで破損が起きたり、子どもたちが

関係のない動画を見たりすることの発生を懸念

し持ち帰らせない方がいいという意見がある。

以前に比べると前向きに考える方が増えてきて

はいるものの、まだまだそのような意見が出て

くるのも現実である。 

「デジタル・シティズンシップ」の目指す「活

用・自立・行動規範の教育」を達成できるよう

に、教育に携わる我々教職員が子どもたちの可

能性に期待し、子どもたちにも自分たちで考え

させる機会を与え、安全・安心に情報機器を駆

使できるような学校現場にしていくことが大切

だと今回の講演を拝聴して感じた。貴重な講演

ありがとうございました。 

          （青木中学校 西牧 崇） 

「デジタル化が進むにつれて、不便なこと、

不幸なことも増えている」と思っている自分に
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とって、学ぶことが大変多く、目から鱗が落ち

る思いを持った講演会でした。 

自分が患っているであろう、『授業で全部自分

が教えないと死ぬ病』からの脱却、『一斉指導型

から学習者中心の自己調整学習型へ』という言

葉を聞き、学びは今、知識を与えるものではな

く、知識を得る方法や、得た知識の活かし方を

考える学びへと変化していることを強く感じま

した。その際、我々教師の姿も、指導者から支

援者へと変化すべき時や場合が増え、より一層

フレキシブルに学習者との関わり方ができるよ

うになるべきだと思います。その中で、「発達段

階に応じてできること、支援すべきことは変わ

る」ものと強く認識し、質の高い児童生徒理解

ができる教師が今よりも求められるようになる

と考えました。 

 某新聞の社説(2025年8月)に『学力低下の

原因の一つとして、GIGAスクール構想を含め

たデジタル環境にあるのではないか』とあり、

そのことについて、本校の同僚が豊福先生のお

考えをメールにてお伺いしました。先生からは、

「GIGA端末を適度(～1時間/日)に使用する生

徒の方が、全く使用しない生徒より数学の平均

点が高い」という PISA2022 の公式分析を引

用し、目的に沿った適度な学習利用に向けて、

デジタル環境の「管理と活用の質を向上させる」

ことが求められる、との回答を頂きました。こ

の場をお借りして紹介させて頂きます。 

（上青木中学校 長尾 光一） 

先日の講演では、「デジタル・アクセス権」「教

えなきゃ死ぬ病」「アリバイ作り」という言葉が

特に印象に残りました。GIGAスクール構想が

進む中で、ICT機器の活用は単に整備や導入に

とどまらず、すべての児童生徒に平等に学習の

機会を保障する「権利」にかかわる課題である

ことを改めて認識しました。特に「デジタル・

アクセス権」という視点は、環境面の整備だけ

でなく、個々の子どもが安心して学べる条件を

整える責務を学校が担っていることを強く意識

させられました。 

また、「教えなきゃ死ぬ病」という表現は、教

員側が一方的に知識を与えようとする姿勢を揶

揄した言葉であり、子どもが自ら学び、考える

力を育む教育観への転換の必要性を示している

と感じました。さらに「アリバイ作り」という

言葉は、表面的な取組みにとどまることの危う

さを示すものであり、教育活動を実質的な学び

につなげていく重要性を再確認しました。 

今回の講演を通して、学校教育は機器の活用

や活動実施の有無を目的化するのではなく、子

どもの主体的な学びや成長をどう保障するかと

いう根本に立ち返る必要があると痛感しました。

主幹教諭として、こうした視点を教職員と共有

し、今後の教育活動に具体的に生かしていきた

いと考えています。 

（川口市立高等学校附属中学校 村上淳哉） 
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国語研究部 

１ 研究テーマ     

 新たな時代に向けての魅力ある国語教育の展開 

  ～主体的に学びに向かう児童・生徒の育成～ 

２ 研究のねらい 

各学校では、主体的・対話的に学ぶ児童の育

成をめざした授業づくりに取り組んでいるとこ

ろであります。国語科では、学力調査等の結果

より、思考力・判断力・表現力に課題がある現

状がある。 

国語研究部では、授業研究会や小中合同研修  

会を開催するとともに、昨年度と同様、学力調

査から見える課題把握や授業づくりをねらいと

し、実生活・実社会で生きて働く汎用的な言語

能力の育成を目指して本テーマを設定した。 

３ 今年度の活動 

（１） 国語研究部総会（紙面決議） 

① 期日 令和７年５月９日（金） 

② 内容 令和７年度役員選出について 

   ・部長・副部長・会計担当者確認 

   令和７年度活動計画について 

   ・授業研究会は小中で実施 

   ・合同研修会実施 

（２） 小中合同研修会（講演会） 

① 期日 令和７年７月２５日（金） 

② 会場 川口市立並木公民館 

③ 講演 「主体的に学びを深める 

       国語科指導について」 

④ 講師  埼玉大学教育学部 

言語文化講座国語分野  

准教授  本橋 幸康 氏 

（３） 授業研究会  

 【小学校国語授業研究会】 

① 期日  令和７年１１月７日（金） 

② 会場  川口市立新郷小学校 

③ 学級  第４学年２組 

④ 授業者 池田 千裕 教諭 

⑤ 内容 気持ちの変化に着目して読み、 

感想を書こう 「ごんぎつね」 

⑥ 指導者  

川口市教育局学校教育部指導課 

     宮本 麻紀子 指導主事 

 【中学校国語授業研究会】 

①期日  令和７年１２月１０日（水） 

②会場  川口市立幸並中学校 

③学級  第 1学年 1組 

④授業者 菅野 貴仁 教諭 

⑤内容 いにしえの心にふれる 

「今に生きる言葉」 

⑥指導者  

川口市立高等学校附属中学校 

  教頭 新井 朋子 先生 

授業実践の詳細については、本研究紀要の授業

実践の記録の国語研究部に掲載した。 

      （文責 上青木中学校 鈴木 玲） 
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国語研究部 

１ 小中合同研修会（講演会） 

（１） 期日 令和７年７月２５日（金） 

会場 川口市立並木公民館 

講演 「主体的に学びを深める 

       国語科指導について」 

講師  埼玉大学教育学部 

言語文化講座国語分野  

准教授  本橋 幸康 氏 

【講話内容】 

  〇全学年を通して、言語活動の系統性を検討 

することの重要性 

  〇学習のプロセスを重視していくことが大事 

   振り返り→学び方の過程を重視 

  〇学んだことが他の学びに繋がること 

 【参会者の感想】 

○埼玉県学力学習状況調査をはじめとする

学力調査のねらいや授業改善にどう役立て

ていけばよいかを具体的に知ることができ、

大変参考になった。 

２  小学校国語授業研究会 

期日  令和７年１１月７日（金） 

会場  川口市立新郷小学校 

学級  第４学年２組 

授業者 池田 千裕 教諭 

内容  気持ちの変化に着目して読み、 

感想を書こう 

 「ごんぎつね」 

指導者 川口市教育局学校教育部指導課 

     宮本 真紀子 指導主事 

   【研究協議】 

 〇ＩＣＴの活用 

・オクリンクプラスのキーワード集計やピン 

集計機能の活用 

 〇ワークシートの工夫 

・交流がメインとなるようなワークシートの 

簡易化 

  【指導講評】 

 〇授業の導入に行っている言葉に関わらせる活

動（コトバト）は、ゲーム感覚で多くの語彙

に触れさせることができていた。 

 〇授業では、どうしてそう考えるのかの理由（叙

述）を述べさせること、そのために日頃の積

み重ねや心理的安全性の確保が必要である。 

【参会者の感想】 

 〇児童がしっかり自分の考えをもつことができ

ており、意欲的な交流活動が行われていた。 

 〇意図的なグループ活動やフリー活動が設定さ

れ、様々な考えに触れることができていた。 

３ 中学校国語授業研究会 

期日  令和７年１２月１０日（水） 

会場  川口市立幸並中学校 

学級  第１学年１組 

授業者 菅野 貴仁 教諭 

内容 いにしえの心にふれる 

「今に生きる言葉」 

指導者  

川口市立高等学校附属中学校 

  教頭 新井 朋子 先生 

    【研究協議】 

   〇スムーズに活動するための展開の仕方 

   〇重要視するべきポイント 

   〇日本語が理解できない生徒への指導 

   【指導講評】 

   〇指導者は、指導事項を正確に押さえ、教 

材で教え、言語活動を通して指導事項を 

指導する。 課題解決の課程が仕組まれる。 

   〇指導事項の理解と系統性の重要性 

   【参会者の感想】 

   〇中学校での授業を参観するよい機会にな 

り、小学校で学んだ故事成語の学習の深

まりを感じました。 

（文責 上青木中学校 鈴木 玲）
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社会科研究部 

１ 研究テーマ     

 ○児童・生徒が自ら学ぶ授業の積極的な研究・

実践 

小学校 社会がわかり、社会にかかわる子供

を育てる社会科学習 

  中学校 追究する力を育てる社会科学習 

○地域教材の開発・活用についての実践的研究 

２ 研究のねらい 

 ○社会科学習における実践的研究の一層の充実

を図るとともに、小・中学校の連携に努める。 

３ 今年度の活動 

（１） 研究部役員会開催 

・今年度の活動計画の確認 

・研究部総会に向けた草案の検討 

（４月２１日 芝西小学校） 

（２） 社会科研究部総会 

・紙面開催後、オンライン決議を開催 

（５月） 

（３） 授業研究会①（参加者３１名） 

期 日 ９月２２日（月） 

会 場 舟戸小学校 

授業者 永田 健太 教諭 

単元名 第５学年 

「これからの食料生産と私たち」 

指導者 

春日部市立牛島小学校長  

加賀谷 徳之 先生 

本時の授業では、子供たちが必要感をも

って問題解決に取り組むことを最大のねら

いとし、自分の意見を表現しながら主体的

に学習を進める方法として「討論」を取り

入れた授業が展開された。「食料自給率を上

げるべきなのだろうか」という学習問題に

対し、「上げるべき」という意見が出される

一方で、それまでの学習を踏まえ、日本の

自然条件から農業生産には限界があること

に着目し、「輸入に頼る」という意見を述べ

る児童も見られた。既習内容を生かし、多

様な視点から討論に臨む子供たちの姿が印

象的な授業であった。

（４） 授業研究会②（参加者２８名） 

期 日 １１月１９日（水） 

会 場 元郷小学校 

授業者 志水 啓樹 教諭 

単元名 第５学年 

「工業生産を支える運輸と貿易」 

指導者 

淑徳大学教育学部こども教育学科教授  

   岡田 大助 先生 

本時の授業は、公益財団法人日本海事広報協

会と連携して行われた。事前に東京港のコンテ

ナターミナル等を訪れる社会科見学を実施し、

見学と本時の学習を分断することのない単元構

成が工夫されていた。本時は海運の遅延対策に

ついて学習する内容であり、社会科見学での経

験を生かし、写真資料から必要な情報や細かな

情報を意欲的に読み取る子供たちの姿が見られ

た。また、海事広報協会のゲストティーチャーの

参加により、自分たちの考えた結論が妥当であ

るかを確認する機会となり、学びを深める授業

となった。 

４ まとめ 

 今年度は、小学校において２回の研究授業を実

施し、討論形式の授業や、社会科見学を単元計画

に位置づけた授業構成を実践した。指導者を市外

から招聘し、多くの参観者の先生方とともに、充

実した協議を行うことができた。今後も、研究部

活動の中核である授業研究会のさらなる充実を目

指すとともに、研究部活動全体の改善・充実に取

り組んでいきたい。なお、授業実践の詳細につい

ては、本研究紀要「授業実践の記録」に掲載した。   

（文責 安行東小学校 山村拓司） 
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社会科研究部 

（１）日 時 令和７年９月２２日（月） 

（２）会 場 川口市立舟戸小学校

（３）学 年・授業者 

第５学年 永田 健太 教諭 

（４）単元名 

５学年「これからの食料生産と私たち」

（５）指導者 

春日部市立牛島小学校長  

加賀谷 徳之 先生 

（６）授業の概要

〇第５学年「これからの食料生産と私たち」

「食料自給率を上げるべきなのだろうか。」

を本時の課題に設定し、児童がこれまでの学

習を踏まえて、討論を行う授業であった。子

供たちの意見が「上げるべき」に偏ってしま

うのではないかという懸念があったが、児童

は今までの既習を活かし多角的な視点から意

見を述べる姿が見られた。

（７）研究協議の概要
 〇必要感をもたせるための「討論」の有効性

討論に関して、教師側の問いかけで進むよ

りも、「給食の食材」を取り上げ、それをもと

に食料自給率のグラフや各国との関わりに関

する資料を見せるなど、具体的な資料を用い

ることで、より必要感のある討論ができたの

ではないかという意見がでた。

〇疑問点をもたせるための工夫

疑問点をもたせるために、教師が児童の意

見の整理を行い、つないでいくことで、疑問

につながったのではないか。また、「反対の子

を説得するには？」と問うことで疑問につな

がるのではないかという意見がでた。

（８）指導講評

土地・時間・人の視点で資料を読み取ったこ

とで、共通点や役割、生活との関わりについて

考えることができた。また、学んだことを基に、

説明する活動にも生かされていた。

単元を通して討論活動を行い、本時では「食

料自給率は上げるべきか」という討論テーマを

掲げ、児童の思考を揺さぶろうと工夫していた。

「考えのものさし」を取り入れたことで、児童

の意見を可視化することができていた。

（１）日 時 令和７年１１月１９日（水） 

（２）会 場 川口市立元郷小学校

（３）学 年・授業者 

第５学年 志水 啓樹 教諭 

（４）単元名 

第５学年「工業生産を支える運輸と貿易」

（５）指導者 

淑徳大学教育学部こども教育学科教授  

   岡田 大助 先生 

（６）授業の概要

〇第５学年「工業生産を支える運輸と貿易」

「コンテナターミナルで働く人々は、どの

ような工夫や努力をしているのだろうか。」を

本時の課題に設定し、色分けされた３種類の

写真資料から、海運に関する遅延対策を読み

取るという授業だった。社会科見学で実際に

見た経験から、意欲的に資料と向き合う児童

の様子が見られた。

（７）研究協議の概要
 〇社会科の授業として

教材的価値がとてもあり、グローバルから

みた日本という視点を考えるためにとても良

い実践だった。自動車工業などは人に視点を

あてているが、この単元がなかなか人の様子

が見られないため、働いている人の活動が見

えるのはよいという意見がでた。

〇取り上げた資料について

内容が難しく、読み取りに時間がかかって

しまったが、直接海を見たという経験が生かさ

れていたのではないか。また、ゲストティーチャー

の活用に関して答えを発表するだけになってし

まったのが惜しいように感じた。

（８）指導講評

今回の実践は「支えている」の意味をグローバ

ルという視点から捉え直すもので、グローバル

からみた日本という視点を考えるためにとても

良い実践だった。また、教材研究とは、児童は

何を学習してきて、これから何を学習するのか、

活用できそうな既習知識・技能はあるのか、つ

まずく可能性があるとすればどこかを考えるこ

とが大切である。 

（文責 東本郷小学校 入江 直人）
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算数・数学研究部 

１ 研究テーマ     

  「知識・技能を活用し、わかる喜びを味わう

学習指導の工夫」 

２ 研究のねらい 

  数量や図形などについての基礎的・基本的な

知識及び技能を確実に習得し、これらを活用し

て問題を解決するために必要な数学的な思考力、

判断力、表現力等を育むとともに、数学のよさ

を知り、算数と日常生活との関連についての理

解を深め，算数を主体的に問題解決に生かした

り、問題解決の過程を評価・改善したりするな

ど、数学的に考える資質・能力を育成すること

を目指す。 

３ 今年度の活動 

（１）研究部総会 

   令和７年度も、研究部総会は紙面決議で実

施した。Forms を活用して、「令和７年度役員

選出」「令和７年度活動計画」「令和７年度予

算案」の３点について決議を実施した。 

 【成果】 

   紙面決議により、参集することなく採決す

ることができ、多くの業務を抱えている教職

員の負担軽減につながった。また、運営側も

集計を効率的に進めることができた。 

 【課題】 

   かつて参集で総会を実施していた頃は、総

会の際に部員同士の交流ができ、情報共有や

情報交換の場になっていたが、紙面決議にな

るとそれができなくなり、部員の率直な声が

聞こえにくくなった。 

（２）算数科授業研究会 

  期 日：令和７年１０月２３日（木） 

  会 場：川口市立東本郷小学校 

  授業者：３年２組 倉科 雄多 教諭 

  単元名：かけ算の筆算 

  指導者：川口教育局指導課 指導主事 

      櫻田 貴昭 先生 

（３）数学科授業研究会 

 期 日：令和７年１２月４日（木） 

  会 場：川口市立里中学校 

  授業者：１年４組 小倉 里支 教諭 

  単元名：図形の移動と基本の作図の利用 

  指導者：前新座市立第五中学校校長  

森 聖 先生 

授業者：２年２組 真鍋 雄介 教諭 

  単元名：平行線と面積 

  指導者：川口市教育委員会指導主事  

平野 雅洋 先生 

授業実践の詳細については、本研究紀要の授

業実践の記録の算数・数学研究部に掲載した。 

（文責 芝西中学校 校長 曽山 武寿）  

9



算数・数学 研究部 

【小学校部会（算数）】 

期 日：令和７年１０月２３日（木） 

会 場：川口市立新郷東小学校 

授業者：３年２組 倉科 雄多 教諭 

単元名：かけ算の筆算 

指導者：川口市教育局指導課 

    指導主事 櫻田 貴昭 先生 

（１）授業の概要 

  本時は３位数×１位数（部分積が一桁）の筆 

算の仕方を２位数×１位数の筆算の仕方を基に 

考え説明することが目標であった。位ごとに計 

算することや２位数×１位数の筆算を用いなが 

ら児童は問題に取り組んでいた。適用問題も２ 

１２×４の積である８４８の２つの８の違いに 

ついて説明する問題を設定していた。 

（２）研究協議の内容 

  「百の位だから」や「１０をもとにして」な

ど既習事項を用いながら問題に取り組んでいた。

適用問題も授業者の意図が明確でよいという意

見が多く出された。一方、筆算について説明さ

せる場面では、処理や言葉による説明が多かっ

た。その原因として半具体物や位取り表など児

童が図の説明で使えるような板書などがなかっ

たことが挙げられた。また、個別の児童とのや

り取りが多かったので、児童の発言を全体へ切

り返したり、理由を求めたりする発問があると

よかったのではないかという意見があった。 

（３）指導講評 

 ・問題場面を話し合い、テープ図に表すことで

全員が場面を捉えることができる。

 ・「答えが出てからが勝負」という言葉がある。

本時であれば筆算の仕方を中心に展開する

授業もできる。

 ・自力解決は児童の実態に合わせる。時間を多

くとることはできた児童にもそうではない

児童にとっても不要な時間となってしまう。

・適用問題は本時とリンクさせることで教師が 

何を身に付けたのか見取りにもなるし、児童

も本時の学びを実感することができる。 

【中学校部会（数学）】 

期 日：令和７年１２月４日（木） 

会 場：川口市立里中学校 

授業者：１年４組 小倉 里支 教諭 

単元名：図形の移動と基本の作図の利用 

指導者：前新座市立第五中学校校長 森 聖 先生 

（１）授業の概要 

本時は、既習である垂直二等分線や角の二等

分線、垂線等の作図を利用して、15°，75°，

105°等の角度を作図する方法について論理的

に考える活動を行った。タブレットのオクリン

クプラスを使用して、より多くの考え方を共有

した後に、これらの作図を振り返り、「15°の倍

数である角度は作図できる」等の関数的な見方

や、「既習の作図を組み合わせればよい」等の統

合的な考え方ができるようにすることがねらい

であった。 

（２）研究協議の内容 

導入での興味の引かせ方がよい、生徒同士で

話し合いながら課題に取り組む姿がよい、扱う

問題が多かったが ICT を活用して時間内に終わ

らせていたなど肯定的な意見が出た。一方で内

容が作図の利用であり、難易度が高い問題だっ

たため、ヒントカードや見通しのなかで全員で

確認する時間を多く設けた。しかし、そのヒン

トが多すぎたのではないかという指摘が多かっ

た。その結果、思考・判断・表現ではなく知識・

技能の問題のようになってしまったのではない

かという意見も出た。 

（３）指導講評 

・共通性や規則性を導けるようにしたい。そこ

がとっかかりになって授業を進めることがで

きる。 

・ヒントが多い、明確ではない場合などは、逆

に足かせのようになってしまうこともある。 

・教師自身が作図の成り立ちや意義について学

んでおく必要がある。（ユークリッド原論の公

準から作図は始まっている） 

・作図において、式と図をリンクさせる内容だ

ったが、そこをきちんと意識させて理解させ

られると統合的、発展的な考え方につながる。 
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授業者：２年２組 真鍋 雄介 教諭 

単元名：平行線と面積 

指導者：川口市教育局指導課 

 指導主事 平野 雅洋 先生 

（１）授業の概要 

本時は、平行線と面の関係について考え、条

件が変わったらどのように考えられるのか、と

深く考えることをねらいとした。

導入では、平行四辺形中に線をいくつか引き、

提示された三角形と面積が等しい三角形を探す

という問題をだした。大まかな形のみの考えか

ら、根拠を持って答えられるように課題設定を

した。次に問題を変え、共通な底辺だけを与え、

方眼紙を用いて三角形の作図をした。一人ひと

りが作図した三角形と面積が等しい三角形を考

えるが、合同な図形だけが面積が等しいわけで

はなかったことに気付かせた。このように、合

同な図形について、既習事項よりも発展的に考

え、面積の等しい図形は合同な図形なだけでな

く、いくつも作図できることを体験させた。生

徒が作成した作図を重ねてみることで底辺とも

う一つの頂点同士を結ぶ直線が平行線になるこ

とを気付かせた。

（２）研究協議の内容 

まずは導入の扱いが議題に上がった。等積変

形という経験が浅い内容（1 次関数の利用で経

験済み）を扱うにあたって、難易度の高い問題

設定にはどのような意図があるのかという話題

になった。最初に難易度の高い問題を設定する

ことで、困り感を与え、解決のための根拠を探

させることにつなげたと回答した。また、授業

形態として共同的学びを意識し、４人１組の授

業形態をとったことに対しての具体策と効果に

ついて話題になった。具体策として教員の話す

時間を極力減らすことで生徒同士の学び合いの

時間を増やした。得られた効果は学習意欲の向

上があげられると回答した。 

（３）指導講評 

・問題、課題設定は生徒が学習に向かうにあ

たって考えられた内容になっていた。 

 ・生徒の発言を拾いながら進められていた。 

 ・作図させた三角形を重ねるという手段は良

いが、紙を重ねるだけでは見づらい。他の

策を今後は検討したほうが良い。 

（文責 芝西中学校 校長 曽山 武寿） 
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理科研究部 

１ 研究テーマ 

 自然を主体的に調べる児童生徒の育成 

～主体的、対話的で深い学びの授業実践を通

して～ 

２ 研究のねらい 

 自然現象を自分事として捉え、自ら課題を発見

し、探求していく力を育成する。 

３ 今年度の活動 

（１） 研究部総会 

 〇実施日 令和７年５月８日（木） 

 〇会場 戸塚西中学校 オンライン開催 

 〇内容 事業報告、計画、会計報告、役員承認 

（２） 夏季理科現地研修会【実験講習】 

  ○実施日  令和７年７月３０日（水） 

  ○会場   川口市立科学館 

  ○内容 

①理科実験講習会 

 【講師】 

川口市立西中学校 教頭 梶本 美岐 様 

川口市立科学館 副主幹 石山 和之 様 

   ②プラネタリウム鑑賞会 

     ※参加者市内小・中学校教員  ３０名 

（３） 川口市児童生徒科学教育振興展覧会 

【作品審査】 

〇実施日  令和７年９月１８日（木） 

〇会場   市役所第２庁舎６階会議室 

〇内容   小学校１３８作品、 

中学校６７作品   の審査 

（４）川口市小中学校児童生徒理科研究発表会 

【発表審査】 

   〇実施日  令和７年１２月２６日（金） 

   〇会場   市役所第２庁舎６階会議室 

   〇内容   小学校２作品、中学校１作品の

発表及び審査 

（５）令和７年度 埼玉県理科教育研究発表会 

（児童生徒の部） 

    〇実施日  令和８年２月１０日（火） 

    〇会  場  埼玉県立総合教育センター 

    〇内  容  県内作品の発表及び審査 

※ 川口より１名役員派遣 

（６）事務局会議 

〇実施日  令和８年３月６日（金） 

    〇会場   川口市立戸塚西中学校 

    〇内容   令和８年度の組織ならびに活

動について 

     ※参加者 部長・副部長・事務局   １０名 

（７）授業研究会 

    ※昨年度より小中隔年で実施 

     〇実施日  令和７年１０月１７日（金） 

     〇会  場  川口市立東中学校 

               授業者  坂下 幸治郎 教諭 

※授業実践の詳細については、本研究紀要の授業

実践の記録の理科研究部に掲載した。 

      （文責 戸塚西中学校 功刀 幸代） 
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理科研究部 

〇理科研究部「中学校授業研究会」研究協議会 

１ 日 時：令和７年１０月１７日（金） 
２ 場 所：川口市立東中学校 
３ 授業者:坂下 幸治郎 教諭 
４ 指導者 

川口市教育局学校教育部指導課 
指導主事 中 田 智 博 様 

川口市教育局学校教育部指導課 
指導主事 佐々木 淳 一 様 

５ 授業単元 
  「生物のからだのつくりとはたらき」 

６ 研究協議 
○入念な予備実験があり、条件制御された実験が
生徒の手で行われており、理科の授業の楽しさ
が感じられるような展開であった。結果から考
察についての展開においては、ワークシートが
工夫されていた。 

○授業の目的、活動、そして学びの成果
（Before/After）が明確にわかるプリントを活
用していた。これにより、生徒自身が「今日何
を学び、何ができるようになったのか」を自覚
しやすくなった。 

○ジャガイモの栽培方法という単元を貫く問いが
あり、主体的に学習しようとする意欲に繋がっ
ていた。考察では、「ジャガイモに息を吹きかけ
る」といった素朴なアイデアだけでなく、「人工
のライトを当てて管理すればよい」という、よ
り科学的な解決策まで思考を深めている生徒も
いた。 

○授業者が生徒の実態を捉えて、展開を組み立て
ていることがよくわかる授業であった。生徒た
ちが試験管の気泡（酸素）の発生に純粋な興味
を示し、「見てみて」と声をかけ合う姿から、教
師と生徒の良好な関係性と、生徒が実験を楽し
んでいる様子がうかがえた。 

○「身近な理科」を実現するために「単元を貫く
テーマ（ジャガイモをうまく作るにはどうした
ら良いか」が設定されていた。今後の授業づく
りの参考にしたい。 

○実験方法や、結果からの考察のさせ方など、小
中で共有できることも多く、理科研究部で交互
に授業を見合うことは大変意義があると感じた。 

○既習事項の確認や学習意欲・興味関心を高める
ために活用した動画等については効果的に活用
されていた。 

○生徒のつまずきそうなポイントを事前に予想し
（ＢＴＢ溶液の濃度等）、ていねいに実験・観察
を行わせようとしていることがよくわかった。
事前の準備が素晴らしかった。 

▲小学校の視点から考えると、結論に至るまでの
考察が２段階あり、少し難しさを感じた。 

７ 指導講評 
〇根拠を問う発問:教師が多く話す場面もあった
が、一方的な講義ではなく、生徒に「なぜ？」
「どう思う？」と問い返し、根拠を考えさせる

発問が多用されていた。このプロセスが、妥当
な結論を導き出す力を育成する上で極めて重
要である。 

〇思考の言語化:振り返りの記述から生徒の思考
プロセスを読み取り、「ＡとＢを比較したんだ
ね」のように、生徒が行った思考の過程を言語
化してフィードバックすることが重要。これに
より、生徒は主体的に科学的探究に取り組む態
度が育まれる。 

〇学習指導要領との関わり:学習指導要領では、
中学２学年における探究の学習過程として「解
決する方法を立案し、その結果を分析して解釈
する」能力の育成が主に重視される点として例
示されている。指導者は、単元の背景にある学
習指導要領上の位置づけ（見方・考え方、学年
間の系統性など）を深く理解した上で授業に臨
むことが、指導の質を高めることとなる。 

〇実験について：実験には「生徒の気づきに繋が
るため、失敗しても良い部分」と、「学習目標の
根幹に関わるため、失敗させてはいけない部分」
がある。今回のＢＴＢ溶液の色の変化は後者に
該当するため、教師が補助的な発問で成功を担
保したことは適切であった。一方で、オオカナ
ダモの長さが揃っていなかった点は、生徒が
「次はこうすればもっと見やすくなる」と自ら
気づく機会として捉えることもできる。 

〇小中連携について：中学校の教員は小学校での
学び（例：基本的な体のつくり）を、小学校の
教員は中学校での学び（例：細胞レベル）を理
解した上で授業を設計することが求められる。
今回のような授業研究会をとおして情報交換
を行い、中学校区等に広めることで、より強固
な学びの連携が期待できる。 

〇指導計画について：科学的探究の過程は、必ず
しも１回の授業で全てを扱う必要はない。学習
指導要領にも「過程の一部を扱ってもよい」と
示されている。重要なのは、どの過程で授業を
区切る場合でも、その時間内で「何を学んだの
か」を生徒が明確に理解することである。 

８ 授業研究会運営に関する成果と課題 
○令和６年度より、小中学校が隔年で授業研究会
を実施することとした。今年度は中学校での実
施となった。年間１回の授業研究を１校種で行
うことで小中学校の教員が１つの授業を参観し、
系統性を踏まえて意見交流をすることができた。 

○授業前の指導案検討から授業研究会及び研究協
議まで小中学校の教員が交流することができた。
系統性や児童生徒の発達段階を考慮しながら授
業づくりについて連携することができた。 

○会場校の支援をいただき、円滑に授業研究会を
実施することができた。 

▲参加人数が理科研究部所属教員については１０
名であった。理科研究部内は勿論市内に広く授
業研究会の意義を発信していくことが必要であ
る。 

▲授業当日、事前指導案検討会等、様々な教員が
関わることから日程調整が困難である。 

（文責 鳩ケ谷小学校 河口 典久） 

13



音楽研究部 

音楽研究部ではテーマを、音楽における、「主体

的・対話的で深い学び」の実現を目指し、小・中

学校の「授業研究会」を始め、「夏季実技研修会」

や「音楽レクチャーコンサート」等、魅力ある事

業を目指して実施してまいりました。

令和７年度の音楽研究部の活動を振り返るにあ

たり、本研究部員の先生方をはじめ会員の先生方

に支えられて諸行事を遂行できましたことに深く

感謝申し上げます。 

以下、活動について報告致します。 

【今年度の事業】 

１ 音楽レクチャーコンサート並びに 

            夏季実技研修会 

期 日 令和７年８月２１日（木） 

会 場 蕨市文化ホール「くるる」 

午 前 「ピアノソロ・レクチャーコンサート」 

講 師  佐藤 彦大先生 

（ 東京音楽大学専任講師・桐朋学園大学非常勤講師 ） 

【 演 目 】

ベートーヴェン：ピアノソナタ OP２７－２「月光」 

シューベルト ：「魔王」リスト編  

シューマン  ：「献呈」リスト編 など 

午 後 「夏季実技研修会」 

 ～鑑賞指導の基本的な考え方について～ 

講 師  山﨑 正彦先生 

（ 武蔵野音楽大学 准教授 ） 

午前のレクチャーコンサートは、ピアニスト兼

東京音楽大学の講師である佐藤彦大先生をお招き

し、古典派の曲から始まり、リストやムソルグス

キー作曲≪展覧会の絵≫など、迫力と表現力に富

んだ演奏を間近で聴くことができ、音楽の奥深さ

や表現の多様性を改めて感じる貴重な機会となり

ました。演奏を通して楽曲に込められた情景や感

情をどのように音で表現するかを学ぶことができ、

今後の音楽指導にも生かせる有意義な時間となり

ました。 

午後の実技研修会では、武蔵野音楽大学の山﨑 

正彦先生をお招きし、鑑賞の授業の基本的な考え

方や在り方について研修を行いました。音楽を聴

いて感じ取ったことを身体表現などの活動を通し

て、児童生徒が楽しく、主体的に取り組める鑑賞

授業の構成や工夫について理解を深めることがで

きました。今後の授業づくりに活用できる示唆を

多く得ることができ、大変充実した研修となりま

した。 

２ 授業研究会 

（１） 小学校 令和７年１１月２７日（木） 

桜町小学校 

授業者 菅原 美由希 先生 

題 材 「いろいろな音の響きを楽しもう」 

指導者 川口市教育局学校教育部指導課指導主事 

磯 奈保子先生 

（２） 中学校 令和７年１２月１８日（金） 

八幡木中学校 

授業者 九澤 優衣 先生 

題 材 「音の重なり方を感じながら、 

イメージにあった旋律をつくろう」 

指導者 川口市教育局学校教育部指導課指導主事 

磯 奈保子先生 

【指導講評】 

・授業研究は、小・中学校の先生方が意見を交わ

す機会でとても重要です。これからも大切にし

てください。また、地区ごとで小学校・中学校

間でどんなことを学ばせているのか共有をして

ください。 

３ 川口市小学校音楽鑑賞教室 

期 日 令和８年２月 26日（木）～27日（金） 

 会 場 さいたま市文化センター 

 演奏者 東京ユニバーサルフィルハーモニー 

昨年度、コロナ禍を経て、５年ぶりに開催され

ました。今年度も川口総合文化センター・リリア

の改修工事に伴い、さいたま市文化センターに

て開催となりました。生のオーケストラの演奏

は、子どもたちにとっても、我々教員にとっても

迫力や響きを五感で感じる大変貴重な時間とな

りました。 

      （文責 芝南小学校 野尻 瑠美） 
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音 楽 研 究 部 
研究テーマ 
～音楽における「主体的・対話的で深い学び」 
            の実現を目指して～ 

授業研究会 小学校 

１ 日 時 令和７年１１月２７日（木） 

２ 実施校 川口市立桜町小学校 
３ 学 級 第４学年２組 
４ 授業者 菅原 美由希 教諭 

５ 指導者 川口市教育局学校教育部指導課指導主事            

磯 奈保子先生 

６ 題材名 「いろいろな音のひびきを楽しもう」 
７ 題材について 
 本題材では、児童の実態を踏まえ、「どんな音を
出したいか、どんな演奏をしたいか」を言語化し、
そのイメージに合う音を教師と一緒に試しながら
演奏していく活動を大切にする。そのために、どの
児童も自分の意見を自由に出し合い、試行錯誤を繰
り返し、即興的にできる音を楽しむ活動を十分に取
り入れる。 
また、学習を深めていく中で、音を音楽に構成す

る際に「音楽を形づくっている要素」に着目し、試
行錯誤しながら、自らが求める音を追求してまとま
りのある表現を目指す。自分の思いや意図を持ち、
それを音色や音の重なり、強弱に生かし、友達と協
働的に学習を深め、より豊かな表現を目指したい。
さらに、それぞれの楽器がもつ「良い音」を目指し、
教師の模範演奏やＤＶＤを聴くことを大切に、思い
を表現できるように指導していく。 

８ 本時の学習指導の展開 
（１）目標 
・音色、強弱、音の重なりを聴き取り、それらの     
働きが生み出す良さを感じながら、聴きとった  
ことと感じ取ったこととの関わりについて考 
え、どのようにまとまりを意識した音楽をつく 
るかについて思いや意図をもっている。 

（２）本時で主に扱う［共通事項］ 
音色・強弱・音の重なり 
反復・呼びかけとこたえ 

（３）展開 

学習内容 ・学習活動 ◆評価規準【評価方法】 

１ 学習の雰囲気をつくる。 
・打楽器でリズムリレーをする。 
・音楽の要素や仕組みを生かして全員で演
奏する。 

・本時のめあてを知る。 

楽器の音色や仕組みを生かしてワクワク
する音楽をつくろう。 

２ 「つくるときの条件」を確認する。 
・「始め」「中」「終わり」でつくる。 
・４種類のカードを全て使い、「始め」と「終
わり」では１枚選ぶ。 

・必ず「１種類の音色」、「重ねた音色」、「呼
びかけとこたえ」を使うようにする。 

・楽器は違う材質２種類以上使う。 

３ グループに分かれて音楽づくりをする。
・図形の組み合わせや重ね方の違いが生み
出す楽器のよさや面白さを生かし、全体
の構成を工夫して音楽をつくる。 

４ 中間発表をする。 
・２つのグループの演奏を聴く。 
・ワークシートを共有する。 

５ 学習のふり返りと次時の予告をする。 
◆評価規準【評価方法】 
・音色、強弱、音の重なりを聴き取り、
それらの働きが生み出すよさを感じ
ながら、聴き取ったことと感じ取った
こととの関わりについて考え、どのよ
うにまとまりを意識した音楽をつく
るかについて思いや意図をもってい
る。 

思②【発言内容、演奏聴取、ﾜｰｸｼｰﾄ】 

【研究協議の視点】 
・常時活動について 
・グループ活動について 
・場の設定について 

【指導講評】 
・常時活動が本時の展開につながっていて良
かった。楽器の扱いが丁寧で、普段の指導の
積み重ねであることがわかる。 

・創作の授業がやりやすくなっており、子供た 
ちが楽しんでできるように工夫されてきて
いる。 

・グループ活動は３～４人が望ましい。 
・周りの音もなく、場の設定が良かった。 
・本題材では、何を伝えたいかが大事。拍に注 
目するのか、それとも自由な発想に注目する 
のか、児童にどんな力をつけさせたいかが大 
切である。 

15



授業研究会 中学校 

１ 日 時 令和７年１２月１８日（木） 

２ 実施校 川口市立八幡木中学校 

３ 学 級 第３学年４組 

４ 授業者 九澤 優衣 教諭 

５ 指導者 川口市教育局学校教育部指導課指導主事 

     磯 奈保子先生 

６ 題材名 「音の重なり方を感じながら、 

イメージに合った旋律をつくろう」 

７ 題材について 

Ⅰ Ⅳ Ⅴ Ⅰの和音進行という条件に合わせて旋

律をつくっていくことにより、自分でイメージした

ものを音楽にしていく創造力を育ませたいと考え

ている。 

また、本題材では教育芸術社考案の WEB アプリ

「カトカトーン」を用いる。このアプリでは誰でも

簡単に音を入力することができ、さらに多種多様な

楽器を選択することができる。このアプリを個々で

使用させることにより、個別最適な学びに繋げてい

く。 

８ 本時の学習指導の展開 

（１）目標 

・Ⅰ Ⅳ Ⅴ Ⅰの和音進行に合う旋律をつくり、

グループごとで作品を評価し合おう。 

（２）本時で主に扱う［共通事項］ 

旋律・構成・和音 

（３）展開 

学習内容 ・学習活動 ◆評価規準【評価方法】 

１ 前回の復習をする。 

・Ⅰ Ⅳ Ⅴ Ⅰの和音進行の復習をする。

・反復や変化を取り入れた旋律をつくれて

いるか確認をする。 

Ⅰ Ⅳ Ⅴ Ⅰの和音進行に合う旋律を

つくろう。 

２ 旋律をつくる。 

・反復や変化を取り入れたⅠ Ⅳ Ⅴ Ⅰの

和音進行に合う旋律をつくる。 

・つくり終わった人は、工夫したところを

ワークシートに記入する。 

３ ３人グループをつくり、お互いの作品を

発表し合う。 

・自分の発表の際は、作品をつくる上で、

工夫した点も発表する。 

・聴き手はその発表の良いところ、アドバ

イスを伝え、互いを評価し合う。 

４ クラスの中で２名ほど、みんなの前で発

表する。 

５ ワークシートを記入する。 

・工夫した点、授業のふり返りをワークシ

ートに記入する。 

◆旋律と和音との関わりを知覚し、それら

の働きが生み出す特質や雰囲気を感受

しながら、知覚したことと感受したこと

との関わりについて考え、Ⅰ Ⅳ Ⅴ Ⅰ

の和音進行に合う創作表現を創意工夫

している。 

表②【観察、ワークシート、タブレット端末】

【研究協議の視点】 

・評価の項目について 

（旋律を評価するのか、楽器の工夫を評価するのか。） 

・条件を絞って提示することについて 

【指導講評】 

・Ⅰ Ⅳ Ⅴ Ⅰの和音へ音を入れることは小学校

 でやっているため、どのくらい定着しているの 

か積み重ねによって中学校ではどこまでつき 

つめられるかを考えられると良いのではない 

か。 

・意図や思いをもってやっている子もいれば旋 

律ありきで工夫が後付けの生徒もいたため、条 

件を絞って技能に繋げる活動に分けても良い 

と思う。 

・小・中学校間でどんなことを学ばせているのか 

共有しましょう。 

・授業を提供してくださるのは大変なことです 

が、小中の先生方がせっかく集まれる機会です。 

これからも大切にし、川口の音楽のレベルアッ 

プにつなげていってほしい。 

（文責 芝南小学校 野尻 瑠美）
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 図 画 工 作 ・ 美 術 研 究 部

【活動方針】 

 (1)  研究活動を共同で進め、会員相互が学び合える

活動を推進する。 

 (2)  専門委員会や役員会の組織的・計画的な活動を

推進する。 

【研究主題】 

感性を働かせながら，自分らしく表現する力を図

画工作・美術指導の在り方 

【活動内容】 

１ 展覧会 

 (1)身体障害者福祉のための埼玉県児童生徒美術展 

出品数 入選数 特選数 

小学校 ５６０９ １０８０ 
１５０ 中学校 ６６０ １１１ 

  地区審査 

令和７年７月２５日 戸田市立美谷本小学校

(2)埼玉県郷土を描く児童生徒美術展 

出品数 入選数 特選数 

小学校 １３６８ １２２０ １４８ 

中学校 ５８０ ５１５ ６５ 

地区審査 

令和７年９月３０日 戸田市立芦原小学校 

 (3)川口こども造形展  

令和７年１１月２８日～１２月８日 

イオンモール川口 

市立幼稚園、小学校、中学校、高等学校による「川

口こども造形展」は、昨年度からイオンモール川口

の協力の下、２，３階の館内通路と３階イオンホー

ルで開催した。ショッピングモールが展示場所であ

り、搬入・搬出・展示については事前周知をしっか

り行った。全体での鑑賞会は場所の関係でできなか

ったが、搬入後、他校の作品を鑑賞し、各自が自己

研修を行った。 

駐車スペースが確保されているため、運搬につい

てはスムーズに行うことができた。

来場者数については、絵画の展示場所がオープン

スペースのため把握できない。 

 (4)埼玉県児童生徒美術展北足立南地区展 

  令和８年１月２４日～２５日 埼玉会館 

  昨年度まで、朝から搬入を行い、午後に研修を行

っていたが、今年度から１月２３日の午後搬入、展

示を行った後、小・中地区ごとに分かれて研修を行

った。選ばれた作品について、児童・生徒がどのよ

うな資質・能力を働かせているかを主に指導者と話

しながら研修を進めた。 

来場者数 １２３２８人 

(5)第１８回川口の図工・美術まなび展 

令和８年２月１４日～２月２３日 

アートギャラリー・アトリア 

２ 授業研究会 

今年度から、図工・美術の年次研修者の研究授業の

日程に授業研究会を合わせ、参加する方法で進めた。 

(1)日程：令和７年１１月２０日（木） 

(2)会場：川口市立芝西小学校 

(3)授業者：高山 可織教諭 

(4)題材名：「コロコロローラーダンス」（５年生） 

(5)授業内容 

ローラーを使ってできる技法を試し、見つけ

た技法を使いながら表したいイメージをもっ

て絵に表す。ローラーでできた様々な形や色か

ら自分の表したいことを見つける。 

ローラーの特徴を生かし画面に表すことを

通して形や色、方法や材料を知り、工夫して表

す力を培う。 

(6)成果 

年次研修者が研究授業を行うことで、１年間

の研修の成果を他の教員が参観して研修する

ことができた。 

(7)課題 

 毎年、小・中学校両方から年次研修者がいると

は限らない。授業者の確保が課題である。 

（文責 西中学校 小出 喜代子） 
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書写研究部 

１ 研究テーマ     

 書写研究部では「基礎・基本を身につけ、日常

生活に生かす書写指導」を研究テーマとし、児童

生徒の書写・書道への関心を高め、実生活での活

用、技術向上させることを目指しています。 

２ 研究のねらい 

 目的や必要に応じて文字を正しく整え、読みや

すい字を書くことができるよう、正しい姿勢、筆

記具の持ち方、文字の配列等の基礎基本をしっか

りと身につけさせる書写指導を実践していきます。

そして適切な速さでの書字や目的に応じた筆記具

の活用を目指します。文字を書くことを通して日

本の豊かな文字文化を理解し、尊重する態度を養

うことも大切にしています。また、市内硬筆展覧

会、書きぞめ展覧会を開催することにより、児童

生徒の努力の成果を広く市民にお伝えしています。 

３ 今年度の活動 

（１）埼玉県硬筆中央展覧会作品審査会 

令和７年６月１８日（水） 

場所 川口市立青木北小学校 

（２）埼玉県硬筆中央展覧会 

令和７年６月２８日（土）～２９日（日） 

場所 八潮市立柳之宮小学校 

   本市からは小・中・高校あわせて３２４点

の作品を出品しました。「県教育長賞」「さ

いたま市長賞」「県書写書道連盟賞」「推薦

賞」「特選賞」等多数の作品が入賞しました。

各校での取り組みに感謝いたします。 

（３）川口市小・中・高校硬筆展覧会 

   令和７年７月２日（水）～６日（日） 

   場所 川口市アートギャラリーアトリア 

  ５日間の開催で、約５，０００名の方に参

観いただき、盛況のうちに終了いたしまし

た。ご協力ありがとうございます。 

（４）埼玉県書きぞめ中央展覧会作品審査会 

   令和８年１月１６日（金） 

   場所 川口市立青木北小学校 

（５）埼玉県書きぞめ中央展覧会 

   令和８年１月２４日（土）～２５日（日） 

   場所 上尾市立富士見小学校 

  本市からは小・中・高校あわせて１９４点を 

出品し、多数の作品が入選しました。 

（６）川口市小・中・高校書きぞめ展覧会 

   令和８年２月４日（水）～８日（日）   

   場所 川口市アートギャラリーアトリア 

 市展出品作品の他、県展出品作品も展示して

います。毎年たくさんの市民の方にお越しい

ただいています。 

  今年度も書写研究部では硬筆展と書きぞめ展

の２つを実施いたしました。また、県の中央展

に出品する作品については、市内高等学校の書

写担当の先生方にご協力いただき、市の審査会

を経て出品しています。小中学校の書写部員と

書写主任は、出品に係る作品整理と共に、高校

の先生方の審査を確認しながら、鉛筆や筆の使

い方について学びを深めています。これらの審

査会は教員の作品を見る目を養い、指導力向上

にも結び付いています。 

川口市では上位の賞をたくさんいただき、児

童生徒の活躍が見られます。埼玉県の伝統であ

る硬筆・書きぞめ展に向けて、本市児童生徒が

楽しみながら参加できるよう、書写指導の充実

を図りたいと考えています。 

（文責 青木北小学校 吉見 範子） 
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保健体育研究部 

１ 研究テーマ     

 学習指導要領に沿った教育活動の理論的・実践

的研究を深め、指導力の向上を目指し、児童・生

徒の体力向上を図る。 

２ 研究のねらい 

 各学校では、適切な運動経験と運動に取り組む

意欲、そして体力向上を目指した体育授業や、体

育的活動の充実を図っている。また、目標達成の

ためには、家庭や地域との連携が大切であり、そ

の強化を推進している。

保健体育研究部では、小・中学校において授業

研究会を開催するとともに、指導法・体育実技の

習得をねらいとした実技研修会を通して研究協議

を深め、児童・生徒の体力向上と運動好きな子ど

もたちの育成を目指して本テーマを設定した。 

３ 今年度の活動 

（１） 保健体育研究部総会（紙面決議） 

① 期日 令和７年５月１日（木） 

② 内容 令和７年度役員選出について 

・部長・副部長・会計担当者確認 

       令和７年度活動計画について 

・授業研究会は小中で実施 

・指導法研修会は実施なし 

・隔年で小中合同研修会の実施

今年度は小中学校合同で実施 

③ 結果 部員総数２０７名のうち 

       承認する  １８６名 

       承認しない   ０名 

未回答    ２１名 

（２） 授業研究会 

  【小学校体育授業研究会】 

① 期 日 令和７年１０月１４日（火） 

会 場 川口市立在家小学校 

学 級 ５年１組 

授業者 小林 啓人 教諭 

内 容 マット運動「器械運動」 

指導者 川口市教育局学校教育部指導課

    三宅 穣世 指導主事 

川口市教育局教育総務部スポーツ課

    谷平 祐介 指導主事 

② 期 日 令和７年１１月２７日（木） 
会 場 川口市立前川小学校 
学 級 ３年３組 
授業者 稲田 若葉 教諭 
内 容 ハンドボール「ゲーム・ボール運動」

学 級 ４年１組 
授業者 落合 由之紀 教諭 
内 容 セストボール「ゲーム・ボール運動」 

指導者 川口市教育局学校教育部指導課
三宅 穣世 指導主事 
川口市教育局教育総務部スポーツ課

谷平 祐介 指導主事 

【中学校体育授業研究会】 
期 日 令和７年１０月３０日（木） 
会 場 川口市立芝東中学校 
学 級 ３年１組・２組 
授業者 半村 俊勝 教諭 
内 容 バスケットボール「ゴール型」 
指導者 川口市教育局学校教育部指導課
    原畠 順平 指導主事 

（３） 実技研修会 
   【小中学校合同実技講習会】
    期 日 令和７年８月２５日（月） 
    会 場 川口市立南中学校 

講師 SPORT（JSPO OFFICIAL LICENSE） 
スポーツコーチングリーダー  涌井 靖典 氏 

内容 「体を動かす喜びや楽しさを考える」
～運動遊び・体つくり運動領域の視点から～

 授業実践の詳細については、本研究紀要の授業

実践の記録の保健体育研究部に掲載した。 

      （文責 原町小学校 山形 崇） 
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保健体育研究部 
１ 小学校体育授業研究会 

（１） 期 日 令和７年１０月１４日（火） 
会 場 川口市立在家小学校 
学 級 ５年１組 
授業者 小林 啓人 教諭 
内 容 マット運動「器械運動」 
指導者 川口市教育局学校教育部指導課
    三宅 穣世 指導主事 

川口市教育局教育総務部スポーツ課
    谷平 祐介 指導主事 
【研究協議】 
○ルーブリック点数が分かりやすかっ
た。学び合いも意欲的であった。２回目
の活動の際、バラバラで移動した時に、
同じ課題の子がＩＣＴを活用するのも
良いのではないか。 
○情報量が多く、関わり合いながらやろ
うという意識が良かった。ネーミングセ
ンスが良く、三ツ星の評価も分かりやす
かった。見ている時間よりも、やる時間
がもっとあっても良かった。 
【指導講評】 
○ペアカルテットは学び合いが多く良
かった。坂道補助の児童たちに声を掛け
ながら体感させ、理論から実感につなげ
ることができていた。 
○体育の学習では、課題解決の学習の経
験をさせてあげることが必要。どんな学
習をするのかフィードバックさせてあ
げることが大切。レシピ本を取り入れた
から、見通しをもち学習に取り組めた。 

（２） 期 日 令和７年１１月２７日（木） 
会 場 川口市立前川小学校 
学 級 ３年３組 
授業者 稲田 若葉 教諭 
内 容 ハンドボール「ゲーム・ボール運動」
学 級 ４年１組 
授業者 落合 由之紀 教諭 
内 容 セストボール「ゲーム・ボール運動」
指導者 川口市教育局学校教育部指導課
    三宅 穣世 指導主事 

川口市教育局教育総務部スポーツ課
    谷平 祐介 指導主事 
【研究協議】 
○３年生のパスゲームで迷わず動くこ
とのできる技能が身に付くことができ
ていて良かった。系統性の意識から、３
年生では細かく短いパスをつないでい
くことの重要性が際立っていた。 

○ゴールを工夫したことで、４年生は全
方位からのゴールが可能なところが良
かった。攻撃時の自陣においてフリーマ
ンを置くなどして、アウトナンバーにす
るなどの工夫があっても良かったので
はないか。 
【指導講評】 
○パス＆ゴーの動きが全員できていた。
ドリル練習で身に付けた動きがメイン
ゲームで生かすことができていた。スペ
ースが見える化される芝生、ゴールしや
すい大きさや位置など、２年間の系統性
につながる教材教具になっていること
が素晴らしい。 
○全員が参加できる楽しい体育授業を
土台にした易しいゲームの工夫がされ
ていた。児童同士の学び合いを引き出す
ため、教師のポジティブな言葉掛けがで
きていた。最後のまとめの段階で、教師
の言葉で次時への意欲付けが行われて
いた。 

２ 中学校体育授業研究会 
（１） 期 日 令和７年１０月３０日（木） 

会 場 川口市立芝東中学校 
学 級 ３年１組・２組 
授業者 半村 俊勝 教諭 
内 容 バスケットボール「ゴール型」 
指導者 川口市教育局学校教育部指導課
    原畠 順平 指導主事 
【研究協議】 
○授業全体の流れは、運動が苦手な生徒
でも楽しいと感じることができるよう
になっていた。活動量が多く、男女で楽
しくプレーできていた。 
○マンツーマンディフェンスが徹底さ
れていた。数的有利な状況をつくって条
件をつけて練習しても良いのではない
かと感じた。 
【指導講評】 
○芝東中３年生の心理的安全性が確保
できていることが素晴らしい。男女の力
の差を理解し、ルールを一緒に考え授業
を展開されていた。 
○「自分の考えや思いを伝えられた」と
いうような話し合い活動ができるよう
にしてほしい。チームの特徴は何かとい
うことにも気づかせられるようにして
いきたい。 

      （文責 原町小学校 山形 崇）
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家庭、技術・家庭研究部 

１ 小学校家庭 

今年度も研究テーマ「学びをつなぎ、家庭生活

をよりよくしようと工夫し実践する児童の育成」

のもと研修を深めた。学級担任や専科などの違い

や、経験年数の違いなど様々な立場で家庭科の学

習に取り組んでいる教員が多いため、交流を深め

て情報を共有することにより、教員の資質を向上

させ授業の改善を図りたいと考えた。

夏季研修会では、教育課程南部地区研究協議会

の内容を受け、「食べて元気！ご飯とみそ汁」の題

材について児童の知識技能を活かした思考判断を

充実させる授業づくりを行った。また、実際にご

飯とみそ汁の実習を想定して調理を行い、２学期

以降の指導につながる実践的な研修となった。 

授業研究では、文部科学省教育課程課調査官の

熊谷 有紀子様にご指導をいただきながら６学年

「冬を明るく暖かく」の題材の指導を行った。児

童の「主体的な学び」の実現を目指し、題材を貫

く課題設定に重点を置きながら研究を進めた。そ

うすることで、児童の意欲的な家庭実践に繋げた

いと考えた。 

今後は家庭科を担当する教員のつながりを更に

深め各校において家庭科の学習指導に不安なく取

り組むことができるようにしていきたい。 

（文責 戸塚北小学校 池田 絢子） 

２ 中学校技術・家庭（技術分野） 

今年度は、B 生物育成における３つの要素を分

担し、研究授業を３回計画して研究を進めてきた。 

（１）生活や社会を支える技術の要素は、芝中

学校の山口大貴教諭が研究授業を行い、生徒の課

題解決の手立てとして、個別最適な学び、協働的

な学びが適切に行われていた。（２）技術による問

題解決の要素は、戸塚中学校の小泉智嗣教諭が行

い、有機質肥料、無機質肥料、マルチシート、殺

虫剤などの資材を準備し、生徒が課題解決に適し

た資材の選択ができるような環境を整え、授業を

進めた。（３）社会の発展と技術の要素は戸塚西中

学校の内村昌史教諭が行う。 

 生徒の発達段階に応じた問題発見の範囲や課題

解決の方法の難易度を教師が意図的に設定するこ

とで、生徒が主体的に課題に取り組む様子を見取

ることができた。来年度に行われる関東甲信越地

区中学校技術・家庭科研究大会埼玉大会に向け、

特に（３）の要素に注力し、今後の日本の農業に

ついて自分の意見を提言できる生徒を育めるよう、

研究を進めていきたい。 

（文責 十二月田中学校 尾﨑 裕也） 

３ 中学校技術・家庭科（家庭分野） 

研究テーマ「未来社会を切り拓くための資質・

能力を育む学習指導の研究」を掲げ研修を深めた。

令和８年度に行われる関東甲信越地区中学校技

術・家庭科研究大会埼玉大会を見据え、より一層

の授業力向上と（各学校１名しかいない為）先生

方とのつながりをさらに高めていきたいと考えた。

夏季研修会は２回実施した。「A家族・家庭生活」

の授業実践について、授業で困っていることなど

の情報共有をした。班に分かれ「地域の人々との

関わり」の授業で使える掲示物を考え作成した。

地域とどのように連携して授業を進めていくこと

ができるかについて研修することができた。 

授業研究会は戸塚西中学校の大沢恵美教諭が２

学年で「地域の人々との関わり」についての授業

を行った。生徒の思考をどのようにしてワークシ

ートの中で見える化していくか等、参加者からの

活気ある意見交流が見られた。

多くの先生方に参加をしていただき、実践的な

指導方法について考え、深めることができた。特

にワークシートの内容や文言について試行錯誤し

ながら追究することができた。

今後の課題は、生徒がいかに地域の人々との関

わりの必要性について自分事として捉えることが

できるか、指導方法をさらに工夫していくことで

ある。また、授業づくりにおいて地域と中学校と

がどのように連携していけばよいのか、考えてい

きたい。

（文責 神根中学校 本間 直美）
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家庭、技術・家庭研究部 

１ 小学校家庭 

(1)日 時 令和８年１月２９日（木）13：20～ 

(2)会 場 川口市立戸塚北小学校 

(3)学 級 ６年１組 

(4)授業者 池田 絢子 教諭 

(5)題材名 「冬を明るく暖かく」 

(6)指導者 文部科学省 

    初等中等教育局教育課程課 

    教科調査官 

    国立教育政策研究所教育課程 

    研究センター研究開発部 

    教育課程調査官 

 熊谷 有紀子 様 

(7)研究授業 

〇児童の「主体的な学び」を目指し、題材を貫  

く課題設定に重点をおいて研究を深めた。 

〇児童のできる範囲の工夫で寒い季節を快適に

過ごすことができるようにするため、衣服の

着方や暖房器具の使い方について実験を行い、

実感をもって家庭での実践に臨むことができ

るように工夫した。 

〇個人の課題設定の場面では、事前に家庭での

過ごし方の工夫や困っていること等を家族に

インタビューしておくことで、みんなが快適

に過ごすことができるような工夫が出せるよ

うにした。 

（文責 戸塚北小学校 池田 絢子） 

２ 中学校技術・家庭（技術分野） 

(1) 日 時 令和 7年 11 月 20 日（木）13：15～ 

(2) 会 場 川口市立芝中学校 

(3) 学 級 ２年１組 

(4) 授業者 山口 大貴 教諭 

(5) 題材名 「日本が抱える農業問題を解決できる

ような、コマツナの栽培方法を考えよう」

(6) 指導者 川口市教育委員会指導課指導主事 

高安 紀行 様 

(7) 研究授業 

① 授業者より 

 ○生徒が自ら設定した目標を達成できるために、

肥料を使用する利点・欠点を考え理解した上

で選択できるよう、コマツナ栽培の実物と写

真を用意した。また、ニュースを視聴させ、

肥料の高騰が起きているという社会背景に

も目を向けさせた。 

② 研究協議の概要 

 ○ストーリー性のある課題 

 ○個別最適な学習 

 ○技術の見方・考え方の指導 

それぞれの学校の実践事例を共有、協議した。 

③ 指導者より 

○生徒の課題解決の手立てとして、個別最適な 

学び、協働的な学びが適切に行われていた。 

（文責 十二月田中学校 尾﨑 裕也） 

３ 中学校技術・家庭科（家庭分野） 

(1)日 時 令和 7年 12 月 5 日（金）13：50～ 

(2)会 場 川口市立戸塚西中学校 

(3)学 級 ２年２組 

(4)授業者 大沢 恵美 教諭 

(5)題材名 「中学生になった今、私にできること～高齢者

など地域の人々との協力・協働大作戦～」

(6)指導者 川口市教育委員会指導課指導主事 

 西牧 孝子 様 

(7)研究授業 

① 授業者より 

○生徒の住んでいる地域ごとに班を作成した。

○情報を与えないと計画を立てられていない。

○気になる生徒には具体的に声かけをし、ワー

クシートに書けるようにした。

② 研究協議の概要 

○知識がないと計画が立てらない。 

 ○地域ごとの班だったので共通な話題ができて

よかった。 

〇共有する時間がもう少し多くてもよかった。  

③ 指導者より 

○わかりやすい授業は①視覚化（行動化）、②課

題の焦点化、③思考の共有化 

○対話（他者との）で思考を深めていく。 

（文責 神根中学校 本間 直美） 
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外国語研究部 

１ 研究テーマ     

  英語教育における小中連携の推進 

-自分の考えや思いを豊かに表現できる生徒の育成- 

２ 研究のねらい 

  児童・生徒たちが言語や文化に対する理解を

深め、積極的にコミュニケーションを図ろうと

する態度を育成していくためには、小学校と中

学校の教員の連携は不可欠である。また、小学

校から始まる聞くこと、読むこと、話すこと、

書くことなどの能力を伸ばすためには、小中の

系統性のある指導が重要である。日本において

は、英語教育の充実強化は長年の課題であり、

川口市で育つ児童・生徒たちのため、「自分の考

えや思いを豊かに表現できる生徒の育成」が図

られる英語教育・小中連携を推進していきたい。 

３ 今年度の活動 

（１） 研究部総会（紙面決議） 

５月８日（木）  

参加者６４名 

（２） 第 1 回英語科主任会兼第７７回川口市

中学校英語弁論暗唱大会準備会 

８月２１日（木）芝東中 

参加者２８名 

（３） 第７７回川口市中学校英語弁論暗唱大会 

９月１２日（金）SKIP シティ映像ホール 

参加者 教員３０名 生徒４４名 

（４） 小学校授業研究会

１０月１４日（火） 鳩ケ谷小学校

参加者 １８名

（５） 中学校授業研究会 

１月２７日（火） 西中 

参加者２７名 

※授業の詳細については、本研究紀要の授業実践

の記録の外国語研究部に掲載した。 

      （文責 八幡木中学校 舟橋 岳見） 
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外国語研究部 

〇小学校外国語活動授業研究会 

研究授業実施校：鳩ケ谷小学校 

日時：令和７年１０月１４日（火）第５校時 

クラス：６年３組  

場 所：外国語ルーム 

授業者：須田 一恵 教諭 

ALT  ：McHone Jesse 
 単元名 Unit5 We live together. 

 (Here we go!) 
 ２０２０年に小学校で英語が教科化され、小

学校５・６年生では評価・評定を行うこととなっ

た。小学校５・６年生の外国語では「聞くこと」

「話すこと」に加えて「読むこと」「書くこと」の

言語活動を通し、コミュニケーションの基礎とな

る資質・能力を育成することが目標となっている。

須田教諭の授業では、簡単な挨拶を ALT と行い、

Who am I?を使ったスモールトークへと移行して

いく。教科書のリスニングを活用しながら、音声

を通して基本的な表現を繰り返し練習させること

で、外国語の音に慣れ親しませていた。また、一

人一人の児童が発話する英語についても、基礎的

な発音がしっかりと身に付いていたと同時に、エ

ラーコレクトをする際も、児童が発した言葉を否

定せずに、生徒が気付くような働きかけをしてい

た。 

今回の授業は Who am I?を用いて、選んだ動物

を紹介し合う内容である。児童同士の会話の中で、

お互いに教え合ったり、お互いの改善点を指摘し

合ったりするなど、とても良い雰囲気で授業が展

開されていた。全体の流れも、児童にとって分か

り易い流れであった。また、児童全員が熱心に取

り組み、一生懸命に須田教諭とＡＬＴが発する言

葉を拾おうと集中しており、教室全体が英語を学

ぶエネルギーに満ち溢れていた。 

須田教諭の授業は、単元を通したワークシート

も工夫され、学習の内容が積み重ねていけるよう

になっており、中学校の英語教諭が参考にできる

点も多かった。 

〇中学校英語科授業研究会 

研究授業実施校：西中学校 

日時：令和８年１月２７日（火）第５校時 

クラス：２年６組  

場 所：２年６組教室  

授業者：萩原 涼太郎 教諭 

 単元名 Unit4  Tour in Singapore   
          ( Here We Go!  English Course 2 )

 教師の授業改革と生徒の学び方改革を目的と

したラウンドシステムも５年目を迎えた。ラウン

ドシステムでは、十分なインプットを行い、教師

と生徒の英語によるやり取りによって、即興で話

す力を育成することができる。 

今回の授業は Unit４のラウンド５で、教科書の

ストーリーを自分の言葉で伝えるリテリング活動

が中心となっていた。導入の音読ではラウンドワ

ークを使用してチャイムと同時に生徒が一斉に読

み始めた。Small Talk では萩原教諭と生徒のやり

とりから始まる。言葉だけでなく笑顔で話しかけ

ることで、生徒が発話をしやすい雰囲気を作って

いた。また、細かいエラーコレクトは行わずに、

生徒が気づくような反応を教師がしていた。スモ

ールトーク後にはライティング活動を行うことで、

会話した内容の文章の定着を図った。ここでは、

会話した内容にプラスして、多くの生徒が文章を

付け足していたことで、学力の高さが伺えた。 

リテリングの活動では Oral introduction を通

して、本文を Overlapping しながら音の強弱を意

識させていた。ここでは、生徒が習熟度別に音読

をする内容を選び、自分のペースで読むことで生

徒の精神的負担を軽減させていた。本格的な

Retelling 活動に入る前に、ちょい Retelling を

行い十分に練習をさせ、ペアでの Retelling へと

つながっていった。萩原教諭の授業は、英語が得

意な生徒をさらに伸ばすような工夫がされており、

生徒の「もっと学びたい」という意欲を引き出し

ていた。 

      （文責 八幡木中学校 舟橋 岳見）
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生活科・総合的な学習の時間研究部

１ 研究テーマ 

「主体的・協働的に学ぶ児童・生徒の育成 

     ～生きて働く力が身につく授業の創造～」 

２ 研究のねらい 

   「主体的・対話的で深い学び」の授業改善

では、目標や内容を見通し、教科横断的な学

習を充実することや、単元や題材など内容や

時間のまとまりを確認して行うことが求め

られる。これは、まさに生活科・総合的な学

習の時間の特質であり、特徴でもある。

   そして、体験的・探究的な活動の過程や段

階を丹念に踏んでいくことにより、主体的・

協働的に学ぶ児童・生徒が育つと考えた。さ

らに、躍動的で、魅力ある授業を通して、生

きて働く力が身に付くであろうと考え、本研

究テーマを設定した。

３ 今年度の活動 

（１） 研究部総会 

書面により、役員選出・研究テーマ等の確認

をし、今年度の活動計画について承認された。

また、その後 Forms によるアンケートを行い、

活動計画内容についての希望調査に基づい

て運営した。             

 【成果】 

  ・昨年度の反省を生かし、計画を立てたこと

で、オンラインによる書面決議を円滑に行

うことができた。 

 【課題】 

  ・回答の期日が短く、タイトなスケジュール

となってしまった。 

（２） 夏季研修会（参加者：１８名）       

   期 日  令和７年８月４日（月） 

   会 場  川口市立上青木小学校 

テーマ 

【総合的な学習の時間の「困った」を解決】 

講 師  川口市立朝日西小学校 

     教諭  吉田 豪 様 

 今年度の夏季研修会は、普段の総合的な学習の

時間の中で、多くの先生方が感じる「困った」を

解決することをテーマにお話いただいた。内容は

以下の５つであった。 

①探究のサイクルが１サイクルで終わってしまう

こと 

②学級ごとに活動に差が出てしまうこと 

③計画していた方向から大きく外れてしまうこと 

④行事の準備等と総合的な学習の時間の関わり 

⑤「まとめ・表現」が単調になってしまうこと 

この５つを解決する例として、「年間指導計画の 

工夫」を分かりやすく提示してもらった。 

１年間で１単元にすることで、学期ごとに探究

のサイクルを行い、３サイクル以上ができるよう

になる。また、単元の始めに、ゲストティーチャ

ーから解決してほしいことをお願いしてもらうこ

とで、学級ごとに差が出てしまうことや計画が外

れてしまうことを防げることを教えていただいた。 

また、学年ごとのテーマを行事と関連させ、校

外学習（修学旅行等）の中に総合的な学習の時間

の目的を位置付けることで、時数の確保や学年間

の差が出ないようにすることも確認できた。 

最後に、「まとめ・表現」が単調になってしまう

悩み対策として、指導者が多くの表現方法をイメ

ージしていることの大切さを知った。また、様々

な表現方法の例を紹介して頂くことで、イメージ

を共有し、各学校で実践できるものとなった。 

（文責 川口市立辻小学校  高野 すみ） 
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道徳教育研究部 
１ 研究主題   

教師が明確な指導の意図をもち、児童生徒が人間

としての生き方についての考えを深める、誰一人取

り残されない授業づくり 

２ 研究主題設定の理由 

昨年度は、道徳科の特質を踏まえ「自己を見つめる」

活動の着実な実施のもと「考え、議論する道徳」の実

現に向け研究を深めてきた。 

今年度は、新たに「誰一人取り残されない授業づく

り」というキーワードをテーマに掲げた。 

令和４年度の文部科学省による「通常の学級に在籍

する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する

調査」では、「知的発達に遅れはないものの学習面また

は行動面で著しく困難を示す」小中学生は、約 8.8％

いるという結果が公表された。道徳科の授業において

も例外ではない。登場人物の心情を理解するのが苦手

であったり、友達の意見を受け止めることが難しかっ

たり、困難を示す子供たちが一定数いる。そして、教

師もそのような子供たちに対してどう支援していけば

よいか悩みを抱えている。 

そこで、道徳科における個別の支援を可視化する研

究を通して「誰一人取り残されない授業づくり」に迫

りたいと考え、本研究テーマを設定した。 

３ 今年度の活動 

（１）道徳教育研究部総会（紙面決議） 

・期日 令和７年５月８日（木） 

・内容 令和７年度役員選出について 

     令和７年度活動計画について 

（２）道徳教育研究部夏季研修会 

 ・期日 令和７年８月４日（月） 

 ・会場 川口市立芝南小学校 

 ・内容  

シンポジウム：「道徳科の授業づくり～実践における課題と解決策～」 

授業づくりにおける８つの視点（導入、板書、

振り返り、教材研究、価値分析、発問、評価、ICT

活用、誰一人取り残さない）について、参加者か

らの質問や悩みを話題にしてシンポジウムを行

った。 

演習:授業づくり（グループワーク） 

 研究主題に基づいてシンポジウムの学びを活

用したり、日々の実践の困りごとを共有したりし

ながら、アットホームな雰囲気で演習に臨んだ。 

講演：「誰一人取り残さない道徳科の授業の工夫」 

講師   聖徳大学 名誉教授 吉本 恒幸 氏 

     「令和の日本型学校教育」の背景を踏まえ、     

講義（１）「通常の学級に在籍する支援を要す 

る子供たちを視野に入れた道徳科の在り方」

講義（２）「特別支援学級における道徳教育及

び道徳科の在り方」について教示いただいた。 

 吉本先生の講義から、次期学習指導要領を見据え、 

「考え、議論する道徳への転換」から「考え、議論す

る道徳の実装」へという言葉が強く印象に残った。 

【参加者の感想から】 
・自分にはない引き出しを持つ先生方の話を聞けて、「どうすれ

ばねらいに迫ることができるか」や「実態に合わせた授業のつ

くり方」を学ぶことができた。 

・誰一人取り残さない授業として色カードを使った実践の工夫に

ついて知ることができた。さっそく今後の授業に取り入れてい

きたい。 

・内容項目については、小中の系統性をしっかりと把握すること

が必要であることを学んだ。 

（３）授業研究会 

【小学校】 

 ・期  日 令和７年１２月４日（木） 

 ・会  場 川口市立神根東小学校 

 ・授業者 輿水 翔子 教諭 

 ・教材名 手品師【Ａ 正直、誠実】 

 ・指導者 聖徳大学名誉教授 吉本 恒幸 氏 

【参加者の感想から】 
・学級の雰囲気が温かく日頃の学級経営の賜物だと感じた。 

・特別支援教育と道徳との連携ということでＩＣＴ活用によ

る心情メーターの手立てがよかった。 

・配慮を要する児童の具体的な支援がとても参考になった。 

【中学校】 

 ・期  日 令和８年１月２８日（水） 

 ・会  場 川口市立鳩ケ谷中学校 

 ・授業者 箕輪 夏生 教諭 

 ・教材名 励まし高め合う友情【Ｂ 友情、信頼】 

 ・指導者 聖徳大学名誉教授 吉本 恒幸 氏 

【参加者の感想から】 
・特別な支援について具体的な方策が指導案にあり参考になった。

・心理的安全性に配慮されながら授業をされていることが伝

わり感銘を受けた。 

・吉本先生のお話から自己を見つめる時間の大切さを実感した。

授業実践の詳細については、本研究紀要の授業実践

の記録道徳教育研究部の欄に掲載した。 

       （文責 飯仲小学校 小久保 理恵）  
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道徳教育研究部 

◆授業研究会の概要

１ 令和７年度研究主題 

２ 小学校授業研究会 

(1)期 日 令和７年１２月４日（木） 

(2)会 場 川口市立神根東小学校 

(3)指導者  

聖徳大学 名誉教授 吉本 恒幸 先生 

研究授業 

(1)授業者 輿水 翔子 教諭（第６学年） 

(2)主題名 誠実に生きる 

      内容項目【Ａ 正直、誠実】 

(3)教材名 「手品師」日本文教出版 

(4)ねらい  

  手品師の自分の夢をかなえたいという気持
ちも、男の子との約束を守りたい気持ちもど
ちらも自分の気持ちに偽りのない事実である。
これらの手品師の心の葛藤について話し合う
学習を通して、「誠実」な生き方について考え、
誠実に明るい心で生活しようとする心情を育
てる。 

(5)学習指導過程 

 学習活動・発問 児童の反応 

導

入 

１「誠実」について考え 

 る。 

〇事前アンケート結果を

知る。 

〇ノートに明記した自分

のイメージした「誠実」

について確認する。 

・あなたの身近な人で誠

実な人といえば誰です

か。 

・真面目な人 

・うそをつかない人 

・約束を守る人 

・素直な人 

・お母さん ・友達 

・先生  

展

開 

２ 教材の条件、情況を

知り、範読を聞く。 

３ 教材をもとに手品師

の誠実さについて話し

合う。 

展

開 

(１)男の子のもとに行っ

た手品師は誠実です

か。 

(２)大劇場と男の子を迷

っているところに誠

実さはありますか。 

(３)男の子の前で手品を

している手品師はど

んな気持ちで手品を

していると思います

か。 

誠実 

・約束を守っているから 

・男の子を悲しませない

から 

誠実と言いきれない 

・夢だから 

・友達に申し訳ないから 

・男の子と友人の気持

ちについて真剣に考

えているところ 

・すがすがしい 

・1 人のお客さんを幸

せにできてうれしい 

・自分に誠実に行動で

きてよかった 

終

末 

４ 自己を見つめる。 

・誠実な人とは、どのよ

うな人ですか。 

５ 教師の説話を聞く。 

・低学年児童に対する学

級児童の誠実な関わり 

・周りの人を大切にで

き、それと同じよう

に自分自身のことも

大切にできる人 

(6)当日の様子 

どの児童も相手の考えをうなずきながら聞くこ

とができ、自分の考えを表現することが苦手な児

童も生き生きと授業に参加していた。「誰一人取り

残されない授業づくり」を行うには、児童がお互

いの考えを認め合う温かい学級の雰囲気が土台に

なっていることを再確認した。 

指導講評では、「考え、議論する道徳」を行って

いくために、価値理解に向かう発問を意図的に設

定し、児童が“自分なりの納得解”に到達できる

ようにすることの重要性をご示唆いただいた。 

今回のご指導により、「誰一人取り残されない授

業づくり」を目指していくには、児童一人一人の

特性を理解し、そのよさを生かしながら成長へと

つなげる支援の在り方を考える必要があることを

感じた。 

教師が明確な指導の意図をもち、児童生徒が

人間としての生き方についての考えを深める、

誰一人取り残されない授業づくり

アンケートで道徳的価値
の方向付けをしている

心情メーターで多面的な
考えを捉えやすくする

教師の支援によって、自
分の考えを表現できるよ
うにしている

振り返りの視点を提示
し、自分事として考えら
れるようにする

・登場人物……手品師、男の子、友人

・条件・情況…手品師は、自分の手品を楽しみに

している男の子と明日会う約束

をする。しかし、友人からの電話

で、夢の大劇場のステージに立つ

チャンスが舞い込んでくる。
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３ 中学校授業研究会 

(1)期 日 令和８年１月２８日（水） 

(2)会 場 川口市立鳩ケ谷中学校 

(3)指導者  

聖徳大学 名誉教授 吉本 恒幸 先生 

研究授業 

(1)授業者 箕輪 夏生 教諭（第３学年） 

(2)主題名 励まし高め合う友情 

      内容項目【Ｂ 友情、信頼】 

(3)教材名 「語らい-私たちが出会う新しい私たち」

東京書籍 

(4)ねらい 
 将来への不安な気持ちを友達に語るまでの
陽菜の心情の変化について話し合うことを通
して、心を閉ざすことなく友達と語らうことや、
気持ちを分かち合い励まし合うことで友情を
深めていこうとする心情を育てる。 

(5)学習指導過程 

 学習活動・発問 児童の反応 

導

入 

１ これまでの友達との

関わり方について想起

する。 

・アンケート結果につい

て、それはどのような状

況であったのか。 

・距離感が難しいと感

じるときがある。 

・一緒に頑張って困難

を乗り越えた。 

・自分の失敗を受け止

めてくれた。 

展

開 

２ 教材「語らい」の条件・

情況を知り、範読を聞

く。 

３ 教材をもとに陽菜の

心情の変化について話

し合う。 

①受験を控えた陽菜は、ど

のような悩みや不安を

抱えているのだろう。 

②悩みや不安を抱えてい

た陽菜の心が「まっすぐ

前を向いてゆくのを感

じた」のはなぜだろう。 

・受験を控えた重い心

や苦しみ 

・周囲に取り残されて

いるのではないか

という不安や焦り 

・言葉を交わす相手が

いることで、今まで

不安だった気持ち

が温かくなってき

たから。 

・心を開いて素直に話

せる友達がいると

分かったから。 

③ 友情をより深めるた

めに大切なことは何だ

ろう。 

４ 自己を見つめる 

・これまでの経験を振り

返って、本時の学びのよ

うな友達との関係を築

いてきたか。 

・友達の気持ちや悩み

に寄り添い、励まし

合うこと。 

・互いの状況を理解し

合おうとすること。 

・よき仲間、よきライ

バルとして部活で

切磋琢磨し合って

きた。 

・辛い時に話を聞いて

支えてくれた。相手

が辛い時には話を

聞いてあげた。 

終

末 

５ 教師の説話を聞く。 

・陸上競技のライバルと

して知り合った友達

と、現在まで親友と呼

び合える関係が続いて

いる。 

(6)当日の様子 

箕輪教諭の授業を通して、配慮を要する生徒へ

の具体的な支援の手がかりを得ることができた。

また、特定の生徒に対して支援したことが、他の

生徒に対する丁寧な指導にもなっており、多くの

生徒が安心して授業に取り組んでいた。 

吉本先生の指導講評では、道徳科の学習指導過

程である「自己を見つめる」活動の意義について、

詳しくご指導いただいた。生徒が自己を見つめ、

自分自身と向き合い内省する時間を確保すること

が、今後の生き方をよりよいものに変容させる第

一歩であることをご示唆いただいた。また、「自己

を見つめる」活動は、発達段階に応じて配慮が必

要であることをご助言いただいた。 

最後に、今後も川口市の実践として「誰一人取

り残されない授業づくり」の推進を継続してほし

いとエールを送っていただいた。主題名のとおり

「励まし高め合う」研究協議会となった。 

（文責 戸塚小学校 和田 俊）

アンケートで道徳的価値
の方向付けをしている

ICT を使い、教材の条件・

情況を可視化している

グループで出た意見を提
示し、全体で共有している

ねらいを達成するために
意図的なグループを設定
している

・登場人物……陽菜、湊、咲希、悠真

・条件・情況…中３の陽菜は、高校受験を控えて

学年のムードがピリピリとし始

めたのを感じている。悩みを素直

に相談できず、心が重くなった

り、他者を羨んだりしている。
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特別活動研究部 

１ 研究テーマ     

 「集団や社会の形成者としての見方・考え方を

育成する特別活動 ～自尊感情を高める集団活

動を通して～」 

２ 研究のねらい 

  特別活動は、学級経営の充実を図りながら、

学びに向かう集団の基盤を形成する。また、多

様な集団活動を通して、よりよい人間関係を形

成する。学級経営と学力、学力と非認知能力と

の関係性からも、特別活動は極めて重要である。 

  多様な他者と人間関係を築き、協働して学級

や学校文化の創造に参画する特別活動は、互い

に尊重し合い、自己実現の力を育むことと、共

生社会の実現を支える「自尊感情」を醸成する

ために、大きな役割を担うものであり、集団活

動を特質とする特別活動の充実は、学校課題に

おける解決すべき喫緊の課題と言える。 

  以上の理由により、本年度は、自尊感情を高

めることをキーワードとしながら、集団として

の合意形成と一人一人の意思決定を基礎・基本

として学級活動の実践研究を通して、集団や社

会の形成者としての見方・考え方を育成する特

別活動の在り方を深めるため、本研究主題を設

定した。 

３ 今年度の活動 

（１） 研究部総会 

①実施方法 

紙面審議 

・部員数８８名 

・小学校教員参加数５８名 

・中学校教員参加数８名 

・参加数合計６９名 

②審議内容 

部長・副部長、活動計画の承認 

（２）授業研究会 

  【小学校授業研究会】 

 ①期日 令和８年１月２０日（火） 

 ②会場 川口市立青木中央小学校 

 ③学年・授業者 

   第５学年 大久保 咲輝 教諭 

 ④議題 

   「５の３感謝の集いを開こう！」 

 ⑤指導者 川口市立戸塚中学校  

      教頭 高村 周作 先生 

 ⑥内容 

  学級活動（１）学級や学校における生活づく

りへの参画、ア 学級や学校における生活上の諸

問題の解決に向けた話合い活動の授業について、 

 研究協議会を実施した。 

  ３学期の学級会として、これまでの学級活動

の積み重ねを踏まえて、相手の考えを受けて、

自分の意見を伝え合う姿が見られ、提案理由に

迫る話合い活動となった。 

研究協議では、教師の助言、３学期の話合い

活動について、グループ協議を通して学級活動

への理解を深めることができた。 

  指導者からは、児童にとって必要感のある議

題にしていくために、事前の指導としてテーマ

や活動へのイメージを共有していくことが大事

であること、教師の助言での適切な場面や具体

的な指導内容、望ましい合意形成の在り方等に

ついてご指導いただいた。 

（詳細は、授業実践の記録に記載。） 

⑦参加者  ３７名 

     （文責 差間小学校 佐藤 雅裕） 
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特別活動研究部 

【小学校授業研究会】 

（１）期 日 令和８年１月２０日（火） 

（２）会 場 川口市立青木中央小学校 

（３）指導者  

川口市立戸塚中学校  

教頭 高村 周作 先生 

（４）授業者  

川口市立青木中央小学校 

大久保 咲輝 教諭 

（５）議 題 

 「５の３感謝の集いを開こう！」 

（６）本時のねらい 

〇学級生活をより豊かで思いやりがあるもの 

 にするために、「ありがとう集会をしよう」の

内容や工夫について考えることができるよう

にする。 

〇多様な考えのよさを認め合い、折り合いをつ

けながら、めあてに沿った話合いをすること

ができるようにする。 

（７）指導計画

活動の計画 指導上の留意点 

１ はじめの言葉 

２ 計画委員の紹介 

３ 議題の確認 

４ 提案理由の説明 

５ めあての確認 

６ 決まっているこ

との確認 

７ 話合い 

 話し合うこと① 

 「感謝が伝わるレ

クの内容」 

 話し合うこと② 

 「感謝状を渡すと

き、より深く感

謝を伝えるため

にできる工夫」 

・明るい雰囲気で話し合えるよう

に、元気よく挨拶をさせる。 

・自分の役割とめあてを端的に伝え

らえるように、事前指導を行う。 

・学級全員で議題を確認できるよう

にする。 

・全員が提案理由の理解し、めあて

に沿った話合いができるよう確認

する。 

・決まっていることを念頭に話合い

ができるようにする。 

・スムーズに話合いが進むよう声を 

 掛ける。 

・「比べ合い」から始める。 

・お互いの意見を認め合いながら、 

 折り合いをつけることができるよ

う声を掛ける。 

・大切にしたいことについては、出

来るだけ取り入れることができる

ようにする。 

・意見の内容や、話合いが進まない

ときには、提案理由やめあてに立

ち返らせたり、賛成が少ない意見

話し合うこと③ 

 「必要な係と分担」 

９ 決まったことの

発表 

１０ 振り返り 

（学級会ノート） 

１１ 先生の話 

１２ おわりの言葉 

も取り入れたりするよう促す。 

・意見をまとめる際には、合意形成

が図れるようにする。 

・黒板記録の児童が要点をまとめて

発表できるようにする。 

・友達や自分のよかったところや、

提案理由、めあてに沿った意見が

言えたかについて振り返り、次の

活動への意欲付けを行う。 

・計画委員や、めあてに沿った意見

が言えた児童を称賛する。 

・実践に向けて、意欲付けとなる声

掛けをする。 

・明るい雰囲気で会が閉じられるよ

うに、元気な声で終わりの言葉が

言えるようにする。 

（８）研究協議 

○授業者より 

・３学期のこの時期だからこそ、１年間の集大成

として、「感謝」を伝え合う場を設定し、クラ

スの課題を乗り越えていく活動とした。 

・児童の心配意見や、話合いが停滞した時に、提

案理由に迫るための助言を入れた。 

（９）指導講評 

○「感謝」というテーマをもとにしたイメージマップ

（ウェブ図）を作成し、具体的な場面を共有したこ

とにより、活発な話合い活動ができていた。 

○司会を助ける発言も見られ、これまでの経験を基

に、よりよい活動にする意識の高まりが見られた。 

○教師の助言は、端的に、具体的にしていき、次につ

なげることを意識していくとよい。 

○事前の指導において、計画委員とめあてやねらい

に沿った意見を整理した上での「比べ合い」から始

めることは、焦点化、深まりに有効であった。 

○学級会でみんなで決めたことを、実践し、振り返っ

ていくことが大事である。 

（１０）参会者人数 ２５名

   （文責 差間小学校 佐藤 雅裕）
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生徒指導研究部 

１．本研究部の研究活動テーマ 

 「子どもたちが豊かにつながり、共に生きてい

く力を育みあう児童・生徒集団の指導を追究する」 

 近年、インターネットやＳＮＳ、オンラインゲ

ームなどの影響により、Face to Face でのコミュ

ニケーションや、他者に対して想像を膨らませな

がら関係性を築くことが希薄になってきているよ

うに思われます。しかし一方では、子どもたちを

取り巻く社会は混沌とし、将来に対しての生活不

安が益々募る状況の中、自分のことで精いっぱい

で他者のことを多面的に理解していくことが難し

い状況になっていることも事実です。さらに、コ

ロナ禍の影響からか、「コミュニケーションに不安

を感じる」「ちょっとしたことで登校を渋る」など

の児童生徒が増えてきており、いじめの重大化（イ

ンターネット等含む）や不登校、別室登校など、

学校における生徒指導対応も多様化しています。 

そこで、子どもたちを豊かに結びつけ、つなが

りを大切にする実践を通して、子どもたちが安心

感や自己肯定感を高め、周囲と積極的に関わって

いける、豊かな人間関係を築くことが大切である

と考え、研究の軸として、今年度も昨年度までに

引き続き上記のテーマを設定し、以下のような活

動を行ってきました。 

２．主な活動の概要 

（１）講演会 

 日 時：令和７年１１月１３日（木）１５時～ 

 会 場：川口市立青木会館 

参加者：２２名 

 講 師：一色 翼 先生 

     （川口短期大学こども学科 講師） 

 テーマ：学校と保護者の有効な連携について 

～心理的安全性に着目して～ 

今年度より、研究部総会での話し合いをもとに、

部員にアンケートを実施し、その中でニーズの高

かった『保護者対応』について、見識の高い一色

先生をお招きしました。教職員と保護者の有効な

連携と学校の心理的安全性の２点に関してお話し

いただき、大変充実した学びの場となりました。 

 前半は「心理的安全性」の定義やその有用性、

学校現場における心理的安全性の重要性などにつ

いて、後半は学校での実践例や対応する際のアプ

ローチや対話のポイント等についての内容でした。 

印象的であったのは一方的な講義ではなく、参

加者全員と対話をしながら進められていた点でし

た。自己紹介もお互いに行う、話の合間に参加者

同士で深め合う時間を取る、などと、ただ聞いて

いるだけではなく、参加者の考えや思いを汲み取

りながら話を進めてくださったので、より実態に

合った内容となりました。特に「解決志向アプロ

ーチ」「感謝を伝える」「むやみに謝罪しない、謝

罪に代わる言葉」などはすぐに実践が可能と感じ

ました。大変深い学びの機会となりました。 

（２）実践報告会 

 日 時：令和８年１月２２日（木）１４時～ 

 会 場：川口市立青木会館 

 報告者：山崎 幹（川口市立中居小学校 教頭） 

 テーマ：重大事態の対応と、その予防策 

報告者：小川 巧（川口市立芝西小学校 教頭） 

 テーマ：不登校支援の実際 

 山崎先生には、重大事態に対応した経験をもと

にその対応や考え、重大事態にしないための留意

ポイント等について発表していただきました。重

大事態を経験したことのない部員も多く、その対

応やそうならない為の日頃からの留意事項を確認

する、貴重な機会となりました。 

 小川先生には、『ほっとルーム』の設立とその運

用等について発表していただき、不登校支援にお

ける課題や自校での取り組み・悩みなどを話し合

いました。すぐに取り入れることができる、実践

例・参考例も多く、参加者同士での学び合いが深

まりました。 

また、後半には、参加者各校のルール等を持ち

寄っての意見交換も実施しました。自校のルール

等を見直したり、新たな視点で考えたりする、貴

重な時間となりました。 

（文責 中居小学校 山崎  幹） 
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進路指導・キャリア教育研究部 

１ 研究テーマ     

 社会的・経済的に自立できる社会人を育成する

教育をめざして  

２ 研究のねらい 

近年、「ニート」「フリーター」「非正規雇用」、

あるいは「ブラック企業」等の言葉があるように、

いくら働いてもそれに見合った賃金が得られない

状況があり、格差社会が進行しています。このよ

うな中で、子どもの貧困率は 7 分の１世帯に達し、

経済的格差にともなった「学力」の格差は、深刻

な状況にあります。つまり、高等学校教育をうけ

ても、社会人として経済的自立がなかなかできな

い厳しい状況の中で、子どもたちにいかに将来の

展望を持たせるのかが教育的課題であると考えま

す。このような観点にたった教育実践を行ってい

きたいと思います。

３ 今年度の活動 

（１） 研究部総会 

  ５月１５日（木） 上青木中学校で開催 

（２） 進路講演会   

７月１６日（水） 上青木中学校で実施 

  講師  岩佐教育研究所 小北斗（有）

 代表  岩佐桂一氏

       読売メディアセンター編集

＜講演要旨＞ 

 ○令和７年度 中学３年生について

  全国 105 万人 

  埼玉県・公立 57,857 人   

昨年度より、660 人減少 

  公立高校の１６クラス分が減少しているので、

私学進学も考えて、公立高校では１０クラス分

の募集定員人数の減少が予想できる。

○令和８年度入試の状況

・令和８年度からの統合・再編

和光国際・和光→和光国際

岩槻・岩槻北陵→岩槻

越生・鳩山→越生翔桜

八潮南・八潮→八潮フロンティア

大宮工業・浦和工業→大宮科学技術

・県内全校で、電子出願をする。（昨年度より）

・選択問題実施校（２２校：昨年度入試と同じ）

・コンピュータ採点の試行

〇令和９年度の入試 

・令和９年度入試から、自己評価資料をもとにし

て全県高校で面接を実施する。調査書は学習の

記録（５段階評定）のみとする。 

・学力検査の９割をマークシートにする。 

このような一連の入試変更の背景には、入試事

務作業の軽減に伴う教育の働き方改革がある。し

かし、自己評価資料の導入と面接試験の実施する

ことが、その流れに逆行することにならないか懸

念されている。 

〇今後の動向 

少子化が進むとともに、公立高校の再編化はさ

らに進むと思われる。また、私学の授業料の無償

化の影響で、公立離れが加速し、定員割れの学校

も増えてくると思われる。実際、ここ数年で、公

立高校を志望する生徒の割合が減少している。埼

玉県では、令和５年度：65.1%、６年度：63.9％、

７年度：63.2％となっている。都市部での公立離

れの問題は、全国的に深刻な状況にある。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 進路指導・キャリア教育研究部は、本年度の活

動を最後に研究部としては解散し、特別活動部会

に含まれることとなりました。歴史的には特別活

動研究部から独立して「進路指導研究部」として

長年、特に中学校の進路指導学習を研究・実践し

てきました。中学校に私学や公立高校の先生を集

めて、中学校での説明会を開催したのも最初は進

路指導研究部が行ったものです。途中から、「キャ

リア教育」を加えて、小学校の先生にも部員にな

ってもらい小学校との交流も行ってきました。 

これまで、本当にありがとうございました。  

（文責 上青木中学校 佐々木俊二） 
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特別支援教育研究部 

１ 活動方針     

 障害のある子供たちの教育はどうあるべきか 

 障害児教育・特別支援教育を通して人間の発達 

の筋道を学ぶ 

２ 活動のねらい 

 障害児教育・特別支援教育の専門的な立場に 

いる先生方の講演、ほか 

３ 今年度の活動 

（１） 研究部総会（非参集型、５月） 

・書面審議、決議 

（２） 教育講演会（参集型、１月２２日） 

会 場 桜町小学校 

参加者数 ２０名 

講 師 社会福祉法人にじのいえ理事長 

(全国ラジオ体操連盟理事長)  

鈴木 大輔 氏 

演 題 “その子らしさ”を引き出す 

   特別な支援 

   ～教育・福祉・研究から見えた 

    実践知～ 

テーマ  ●特別な支援について 

●エビデンスの強み、弱み 

●多様な実践のあり方 

本講演会は、教育心理・教育相談研究部との合

同で開催した。講師には、社会福祉法人にじのい

え理事長、全国ラジオ体操連盟理事長の鈴木大

輔氏を招聘し、上記テーマについて経営されて

いる福祉分野、過去の教員経験による教育分野、

ご自身が取り組んでいる研究分野、それぞれの

視点から複合的にご講義をいただいた。 

「特別な支援について」 

参加型のワークとして、二人組になりお互い

の「違い」と「同じ」をそれぞれ探すことで、「同

じ」よりも「違い」に意識化してしまうことを体

験した。この傾向は、専門職で強く、一般とは違

うことを見極めることに従事している場合が多

い。子供を対象にした仕事では、違っていること

が当たり前、違いを楽しむということを念頭に

子供たちを成長させていく必要がある。また、集

団行動とは、違いのある人間同士が体の動きを

合わせるために、相手の動きを観察しながら行

うので、実は多様性のある活動である。体つくり

運動や手遊び歌において、同じ動きができても、

できなくても楽しめる寛容さが重要。合理的配

慮を過度に意識した合理的排除にならないよう

に、一度立ち止まって再考すべきではないか。違

いこそがその子らしさ、という視点が不可欠。 

「エビデンスの強み、弱み」 

 発達障害の分類のように、研究が進むと一般

的な捉え方等が整理されていくものの、個人の

変動が顕著になりやすい。コロナ禍でよく耳に

したエビデンスも然り。RCT とよばれるランダム

化比較は集団データを研究することにより平均

値を求められ一般化しやすく、信頼性が高い。一

方、精神障害の分野では個別的な側面に焦点化

するため、結果を一般化しにくい。 

「多様な実践のあり方」 

 「伸び」の運動にも、手を空に向かって体全体

を真っ直ぐにする伸び、体を大の字にする伸び、

バレエのようにポーズを決めた伸び、頭を後ろ

に反らせる伸び、腕を上手く動かせず片腕だけ

の伸び等、様々な伸びがある。それぞれが体を伸

ばそうという気持ちで動いていることに注目し

て、寄り添うことが大切。失敗してもいい授業と

いうのは、チャレンジできる環境のこと。違いを

楽しめる雰囲気を学校、地域、社会でつくってい

けるとよい。 

４ まとめ 

今年度は２年振りに２研究部合同の講演会を実

施した。特別支援教育は「みんなちがって、みん

ないい」を実践できるよう、違いを活かして失敗

できる授業をめざしていくことを再確認できた。

次年度も特別支援教育のニーズに応じた活動を充

実させたい。 

      （文責 桜町小学校 加藤雅明） 
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視聴覚教育研究部 

１ 研究テーマ     

 ＧＩＧＡスクール端末のさらなる活用 

２ 研究のねらい 

 児童一人に一台ＧＩＧＡスクール端末が整備さ

れ、各教室の通信ネットワークも整い、教育現場

のＩＣＴ環境はこの数年で大きく変わってきた。 

 これを、本来の目的である「個別最適化され、

創造性を育む学び」を実現するために、さらなる

活用法を検討し、そのノウハウを交流するべく本

研究テーマを設定した。 

３ 今年度の活動 

（１） 研究部総会 

5月 12 日（月）紙面決議実施 

5月 16 日（金）紙面決議〆切 

前年度に引き続き、研究部総会は紙面で実

施することとなった。総部員数 39 名中、37 名

の回答を得られ、「令和 7 年度役員案」及び

「令和 7年度活動計画案」について承認を得

ることができた。 

「授業研究会」は希望者があれば実施。「夏

季研修会」は参集で実施することとなった。 

また、Teams の川口市教育研究会視聴覚研

究部への参加を呼び掛けた。 

（２） 夏季研修会 

  7 月 29 日（火）9:30～12:00 

  領家小学校会議室 

  今年度は、コロナ禍以降、久しぶりに参集

の形で夏季研修会を実施した。 

  参加者同士でおすすめの ICT 機器や、ソフ

ト・アプリ、ウェブサイトなどを、順番に紹

介していく情報交流会の形式で実施した。 

  ここでは二つ紹介する。 

「タイムシフトカメラ」 

（ https://kaihatuiinkai.jp/time_shift/ ） 

   この Web サイトは、GIGA 端末のカメラを用

いて、遅延動画やスローモーション動画、連

続写真の撮影や視聴をすることができる。 

   特に体育の器械運動や陸上競技、表現運動

や球技などで活用できる。自身の姿を客観的

に見ることができるので、体の使い方や器具

の使い方を確認、修正をすることがたやすく

なる。録画はできないが、その分手軽に撮影

と視聴をすることができ、運動時間の確保に

もつながる。GIGA 端末への負担も少ないが、

アプリの立ち上げには Wi-Fi 接続が必要。 

「PowerPoint の同時翻訳機能」 

 パワーポイントを使って、話している言葉

を好きな言語で翻訳して字幕にできる機能。 

   聴覚に障害がある方や、外国籍の児童・保

護者とのコミュニケーションがたやすくな

る。授業中に児童の GIGA 端末に翻訳文を表示

したり、保護者説明会や学校行事などでスク

リーンに翻訳文を映したりできる。なお、字

幕の保存はできない。また、正確な翻訳には

Wi-Fi 接続が必要。 

（３） 授業研究会 

   実施せず。 

 来年度は、夏季研修会及び授業研究会をより充

実したものとして実施できるように、今年度末に

視聴覚研究部内でアンケートを実施予定。現場の

ニーズに合わせた実践ができるよう、その結果を

もとに計画的に研究会の活動内容を検討していく。 

 ＩＣＴ環境が整ってきた今だからこそ、ＩＣＴ

機器を授業で使うことを目的にするのではなく、

児童生徒の確かな学力を育成するために、効果的

に積極的に活用していくこと方法について研究し

ていく。 

     （文責 戸塚綾瀬小学校 阿久沢 透） 
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学校図書館研究部 

１ 研究テーマ 

  主体的・対話的で、 

深い学びを支える学校図書館教育 

２ 今年度の活動 

（１）研究部総会 

〇令和７年５月１６日誌面にて実施 

（２）読書感想文コンクール案内配布 

 〇６月 

（３）埼玉県読書感想文コンクール市審査会実施 

  〇実施日  令和７年９月２４日（水） 

  〇会場   川口市立十二月田小学校 

  〇内容   読書感想文作品審査 

毎日新聞社主催による「青少年読書感想文コン

クール」は、今年度で７１回目を迎える。例年通

り、６月に市内小中学校に周知、夏休みを中心に

取り組み、市審査会を９月２４日に十二月田小学

校で開催した。小学校低・中・高学年の自由読書・

課題読書作品各６点の３６点、中学校の自由読書・

課題読書作品各６点の１２点、合計４８点の選出

された市代表作品を県審査会へ送った。 

今年度は、県の審査で４作品が優秀賞に選ばれ

た。今後も市全体としてレベルの向上を継続して

いきたい。 

 市内全体での応募総数は、小学校９０８４作品、

中学校３５３３作品であり、昨年度より応募作品

が少なくなっていることが課題である。川口市で

は「子ども読書推進計画」を策定し、児童生徒の

読書活動を促す活動に取り組んでいる。長い文章

を書くという経験があまりない現在の児童生徒で

あるが、夏休みという長期休暇を活用し、自分の

心と対話し作品を仕上げる機会としたい。そのた

めには、市内の全小中学校の協力を得、全児童生

徒が読書に取り組み、感想文コンクールに応募で

きる体制を整える各校に呼び掛けていく必要があ

る。また、例年９月に審査会を開催しなければな

らない都合上、中学校の部活動の大会と開催日が

重なってしまうことがある。中学校と連携を取り、

なるべく多くの中学校が参加できるよう日時を調

整したい。 

 応募作品に関しては、ほとんどの作品で応募の

規定を守り文字数や原稿用紙の使い方、記述など

に間違えがなかった。市内小中学校の先生方のご

協力により、無事に審査を終え優秀作品を県へ出

品することができた。 

 市内の児童生徒が読書の楽しさを味わい、関心

を高められる取り組みを継続していきたい。また、

自らの人生を心豊かに過ごせるよう読書活動の充

実に寄与したい。 

（４）読書感想画コンクール案内配布 

  〇６月 

【小学校審査の様子】 

【中学校審査の様子】 

     （文責 元郷小学校 大髙 珠恵） 
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教育心理・教育相談研究部 

１ 研究テーマ     

 児童・生徒をよりよく変容させていくにはどの

ように理解を深め、児童・生徒が所属する集団を

どう高めていけばよいのかを追求する。 

２ 今年度の活動 

（１） 研究部総会・第１回役員会 

〇日時 令和７年５月１５日（木） 

 〇会場 仲町小学校 図工室 

 〇内容 役員選出、研修会テーマの決定、 

     グループ協議 

（２） 夏季研修会 

 〇日時 令和７年７月１５日（火） 

 〇会場 仲町小学校 

 〇講師 青木北小学校教諭 

     宮城 瞳 氏 

 〇内容 「児童生徒、保護者を対象とした面

接演習」 

    面接の基本「面接の３段階」の講義を行

った。この講義を踏まえて、保護者面談

を想定し、３人１組のグループで演習を

行った。まとめとして、今日演習だけで

なく、日頃の取組を振り返り、今後の面

談に備える一助とした。 

 ≪参加者感想から≫ 

・傾聴や受容が大切だということは知ってい

たが、沈黙についてはあまり考えたことが

なかったので参考になった。 

・個性の短所を長所であると「見方を変える」

と捉えたり、苦手を克服するのではなく「苦

手を減らす」と捉えたりすることになるほ

どと思った。 

・先生はしゃべることが好きで、いつの間に

かよくしゃべってしまうが、保護者の話を

最後まで聞くことが大切だと感じた。 

・今まで意識しないで何となく行っていた実

践が、意味のあることだったときちんと認

識できてよかった。 

・相手の気持ちを受け止めることの大切さが

身に沁みました。 

・今まで、子どもの日常での良いところをメ

モしてこなかった。褒めることを伝えられ

るようにしておくと、面談がスムーズにな

ると思った。 

・演習の教師役の先生が否定しないで聞いて

くれたので、話がしやすかった。自分でも気

を付けていこうと思う。 

・一度の面談だけで解決しようとせず、長期

的に付き合っていくことも考えて面談に臨

む必要性を感じた。 

 （３）特別支援教育研究部との合同教育講演会 

  〇日時 令和８年１月２２日（木） 

  〇会場 桜町小学校 会議室 

  〇講師 社会福祉法人にじのいえ理事長 

      全国ラジオ体操連盟理事長 

      鈴木 大輔 氏 

  〇内容 「その子らしさ」を引き出す特別な

支援～教育・福祉・研究から見えた実

践知～ 

    「特別な支援について合理的配慮が合理

的排除になっていないか」「エビデンスの

強みと弱み」「多様な実践の在り方につい

て」「失敗できる授業づくりが大切である」

ということの講義をいただいた。 

３ 振り返り    

今年度も昨年度に続いて、保護者面談を想定し

た面接演習を実施することができた。夏季休業中

の個人面談や日頃の教育相談に不安を抱えている

教員がほとんどだったので、演習を行うことで見

通しをもって面談に臨む一助になった。また、特

別支援研究部との合同講演会での講義内容では、

あらためて特別支援教育の視点の重要性を認識す

ることができた。今後は就学相談にも活用できる

演習等を検討していきたい。 

      （文責 仲町小学校 新井 恵） 
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健康教育研究部 

１ 研究テーマ     

  「健康教育及び組織活動の充実」 

２ 研究のねらい 

  子どもたちの健康課題は年々多様化・深刻化 

 している。子どもたち一人一人に対し適切でき 

 め細やかな対応が求められていることから、子 

どもたちが自分らしく生きていくための健康教 

育及び組織活動の充実を研究のねらいとした。 

３ 今年度の活動 

（１）研究部総会 ※紙上採決にて実施

①令和６年度活動報告（承認） 

  ②令和６年度会計報告（承認） 

  ③令和７年度役員  （承認） 

  ④令和７年度活動計画（承認） 

（２）研修会 

 日時：令和７年７月１５日（火） 

 場所：川口市立高等学校 

演題：学校におけるコンプライアンス 

    ～学校で起きる諸問題と法的対応～ 

 講師：涼和綜合法律事務所 

    学校運営リーガルサポートセンター 

    弁護士 飯田 豊浩 氏 

 ＜概要＞ 

① 学校で起きる問題の多様性 

・学校で起きる問題は多岐にわたる 

→それが学校の特徴でもある。 

  ② なぜ「法令に基づく対応」か？ 

   ・関係者の納得を得る 

→だれもが納得するルールが必要 

   ・誤った助言、指導を行わないために 

    →法令を知らないままの助言や対応は、 

間違っている場合がある。未然に防ぐ。 

  ③ 「法令に基づく対応」のために 

   ・法令を理解し法令を踏まえて対応する 

→実際には困難→法令に基づく対応を行 

うためにはいくつかの視点が必要。 

   〇子供中心で考える。 

   〇客観的な事実の確認を丁寧に行う。 

   〇事実確認の方法に配慮する。 

   〇事故については必要十分な記録を残す。 

   〇予断を持たずに話を聞く。 

   〇金銭の要求については、学校にできるこ 

ととできないことを明らかに伝える。 

 日時：令和７年１２月２日（火） 

 場所：各校（オンライン研修） 

演題：子どものこころの健康とウェルビー 

イング 

～子ども時代とともにある私たちにできること～ 

  講師：小児科専門医 

子どものこころ専門医 山口 有紗 氏 

＜概要＞ 

① 子どものウェルビーイングに必要なこと 

  子どもの困りごとを「その子の問題」と 

して切り離すのではなく、何が起きている 

のかを多角的に捉えることが支援の出発点 

となる。 

  ② 子ども時代のポジティブな体験の力 

    逆境体験があっても子どもには回復する 

力、しなやかに生き延びる力(レジリエンス） 

が備わっている。養護教諭の存在は子ども 

にとって大きなレジリエンス資源となる。 

  ③ 「分かった気になる」方が「わからない」 

よりもずっと危険 

 カンファレンスの場で「この子には特性 

がある」の一言で終わらせず、子どもの具 

体的な特性を伝える必要がある。その情報 

から子どもの困難を理解するだけでなく、

その子の「人となり」や「信頼関係」を明 

らかにし、学校全体で支援を考えるための 

基盤とすべきである。 

      （文責 並木小学校 岩澤 奈々子）
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学校事務研究部 

（１）日時 2025 年７月 25日（金） 

（２）会場 メディアセブン 

（３）題目「教職員の労働問題」 

（４）講師 東京法律事務所 

  弁護士 江夏 大樹 様 

1.教員の労働時間について 

1-1.法令と国の主張 

・給特法:教員には給料の定率（教職調整額）

の調整給を支給するが、時間外勤務手当は支

払わない。時間外勤務は４項目※に限り例外

的に命じるが勤務時間の割り振りで対応す

る。 

・文科省の国会答弁：４項目以外の時間外業

務は自発的行為で労基法が規制する労働時

間には該当しない。労働時間に該当しないか

ら時間外手当も支払わない。 

※４項目：校外学習、学校行事、職員会議、

災害対応 

1-2.埼玉教員超勤訴訟 

・上記の現状に異を唱え、県内の教員が自らの

長時間労働について、労基法に基づき割増賃金

を支払うべきと県を提訴 

・さいたま地裁判決(2021)：原告敗訴。教員の

職務には一般労働者と違って自発性が求めら

れる特殊性があるとし、割増賃金制度は馴染ま

ない。 

★職務命令に基づく労働時間とは何かが争

点に…保護者対応や添削は認めなかった一

方、通知表作成、ワックス掛けなど、部分的

に認定。結果、長時間にわたる労働時間が常

態化したわけではなかったとして国家賠償

を求める請求についても棄却。 

1-3.反響とその後 

判決では異例の付言で教員の労働環境改善を

提起し反響。教職調整額の段階的引き上げが実

施されるが、問題の構造は変わっていない。 

2. 教員の損害賠償問題 

・国家賠償法では、公務員が職務上損害を与え

た場合、国または公共団体がこれを賠償するの

が原則 

・しかし、故意または重大な過失があった場合、

職員に求償することがあるともされている

（例：プールの水の止め忘れによる損害額を教

員に請求） 

→業務遂行に一定の損害は不可避。安易に教員

の個人責任を認めてしまってよいのか？ 

3.保護者対応について 

・暴言、過度な要求、長時間拘束はカスハラの

代表例。ただしグレーゾーンもあり、実際に何

が該当するかは事案によりけりで、法的に難し

いところもある。 

・差し当たっての対応の心得:「複数人体制」「面

談時間を区切る（1時間程度）」「録音を行う（言

わなくても良い）」「犯罪に該当する場合は警告、

警察に相談」 

4.まとめ 

教員の労働環境はこどもの学習環境である。よ

りよい社会をつくるためにも、教員の働き方の

改善が必要。 

5.補足 

高松地裁（2025）：宿泊行事における時間外労働

をめぐる訴訟で、①引率は専ら校長の指揮命令

に従って業務に従事するもので、校長は各種法

令を遵守する義務がある、②職員会議資料に休

憩時間の記載がなかったことは労基法違反と

認定、賠償を命じた。 

6.記録者後記 

制度とその現状についての評価は読者の間で

もさまざまだろうが、その根拠となる法令と論

点について、多くのかたに知っておいてほしい

と思える内容であった。 

（文責 南中学校 数度 賢一） 
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食育研究部 

１ 研究テーマ 

 「豊かな心と望ましい食習慣を培う食育の推進」 

～学級担任・学校栄養士が連携を図った食育の工

夫と実践～     

２ 研究のねらい 

  食育の視点を踏まえた授業の授業力向上、給

食内容の充実を目指す。 

 ３ 今年度の活動 

（１） 研究部総会 

今年度も総会は書面決議で行われた。 

（２） 夏季研修会 

期 日 令和７年７月３０日（水） 

場 所 川口市立幸町小学校 

内 容 

① 調理研究会（午前） 

かむ力を育てるメニュー（給食に導入可能

なもの）とし会員（栄養士中心）に献立募

集を行い、調理と試食を行った。募集のあ

った３０献立の中から給食に導入可能な

ものに焦点を絞り、１８献立を実習・試食

対象とした。給食費が逼迫しているため、

安価な食材を使用している献立を中心に

選出する結果となった。「かむ力」として

和食の食材を使った献立が集まった。ひじ

き・高野豆腐・昆布など児童生徒が苦手と

している食材の使用が多かったが、給食の

導入に問題がないよう、調理方法や味付け

を工夫した献立が多くあった。今回調理を

実施できなかった献立も、参考資料として

内容を栄養士で共有した。 

② 講演会（午後） 

（株）内田洋行より内田隆博様をお招きし、 

動画の編集作業の操作に関する内容でご 

講演いただいた。実演を交えて操作方法を 

指導していただいた。栄養士に 1台タブレ 

ットが支給となり、実際にタブレットを操 

作しながら講師の先生のお話しを聞くこと 

ができ、その場の質問にも丁寧に答えてい 

ただいた。 

（３） 授業研究会 

   期 日  令和 7年 11 月 12 日（水） 

   会 場  川口市立神根小学校 

  授業者  木村 杏那 教諭（担任） 

小沢 美月 （栄養教諭） 

内 容  ２年１組 特別活動 

 「めざせ！おはし名人！」 

指導者 川口市教育委員会 学校保健課  

     管理係 飯田 麻利  指導主事

 今使うことのできている「はし」をなぜ授業

で学ぶのかを児童に納得させる内容とするこ

とが大切との指導をいただいた。本授業では

「はしを使うとこんなこともできるんだ」と

新しい発見が用意されていた。もっと上手に

はしを使えるようになりたいとの児童の意欲

が掻き立てられるような内容となっていた。

はしがもっと上手に使えるようになったら、

と児童自身が自分のこれからの食事風景を想

像できていた。 

  授業実践の詳細については、本研究紀要の授

業実践の記録の食育研究部に掲載した。 

      （文責 安行小学校 駒崎 由紀子）  

39



食育研究部 

〇期 日 令和 7年 11 月 12 日（水） 

〇会 場 川口市立神根小学校 

〇授業者 木村杏那教諭・小沢美月栄養教諭 

〇内 容 ２年１組 特別活動 

 「めざせ！おはし名人」 

〇指導者 川口市教育局学校教育部学校保健課 

         飯田 麻利 指導主事 

 〇題材設定の理由 

   箸は、米を主食とする日本人には欠かせな

い便利な道具である。箸を正しく使えると

「はさむ」「つかむ」「切る」「包む」など、ス

プーンやフォークではできない使い方もで

きる。また、箸を正しく使いこなせるだけで

なく、食事のマナーを守る大切さや、日本の

食文化や食習慣を見直すことも重要である。

しかし、正しく箸を使うことができていなく

ても、食事をすることに不自由を感じていな

いため、箸を正しく使う意義やよさを理解で

きていない児童もいるように見受けられる。

そのため、正しい箸の使い方に直していこう

とする意欲が起きず、望ましくない箸の使い

方をしたまま成長している児童もいる。箸の

持ち方をはじめ、正しい箸の使い方は、大人

になってからでは直しにくいため、小学生の

低学年の時期に正しい箸の持ち方を理解し、

正しく箸を使う態度を身に付けさせたいと

考え、題材を設定した。

 〇題材の目標

  ・自己の身の回りの諸課題の改善に向けて取

り組むことの意義を理解し、基本的な生活

を送るための知識や行動の仕方を身に付け

る。【知識及び技能】

  ・自己の身の回りの諸課題を知り、解決方法

などについて話し合い、自分に合ったより

よい解決方法を意思決定して実践する。【思

考力・判断力・表現力等】

  ・自己の生活をよりよくするために、見通し

をもったり振り返ったりしながら、進んで

課題解決に取り組もうとする。【学びに向か

う力・人間性等】

 〇本時のねらい

  ・箸の持ち方や、箸のマナーを身に付けるこ

とができる。【知識及び技能】

  ・相手を思いやることや楽しい食事につなげ

るために何が必要かを考えることができる

ようにする。【思考力・判断力・表現力】

段

階 

学習内容 

学習活動 

導

入

5 
分

1.「わたしはだれでしょうクイズ」の答
えあわせをする。 普段の持ち方で、

箸を持ってみる。

２箸の持ち方の写真を見て、自分が正し

い箸の持ち方ができているか確認す

る。

3.本時のめあてを知る。

展

開

15 
分

4.箸にはどんな動作ができるか、またス
プーンやフォークはどんな動作ができ

るかグループで考え発表する。

5.正しい箸の持ち方の手順を知り、練習
をする。 

15 
分 

6. 正しい箸の持ち方で実践する。
7.「きらい箸」という
マナー違反があるこ

とを知る。

8.本時の学習を振り返
り、なぜ箸を正しく

持つことが大切なのかを考え、発表す

る。 

終

末

10 
分 

9.まとめる。おはし名人になるために
は、箸の持ち方やマナーを毎日意識し

て続けることが大切だと気付く。

10.おはし名人になるために、これから箸
を使うときにがんばりたいことを考

え、発表する。 

〇 指導主事指導より 

 今使用できている「はし」をなぜ学習するの

か児童が理解できるような授業内容とすること。 

食育の視点を踏まえ、教科のねらいから逸脱し 

ない授業の組立が大切。 

（文責 安行小学校 駒崎 由紀子）

（
つ
か
む
）

○めどうして、はしを正しくもつこ
とが大切なのだろう？

～めざせ！おはし名人～

（
さ
ぐ
る
）

（
見
つ
け
る
）

①叩き箸

②刺し箸

③指差し箸

④寄せ箸

⑤迷い箸

⑥拾い箸

（
決
め
る
）
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川口市教育研究会 会則 

〈名称、構成及び事務所〉

第１条 この会は川口市教育研究会といい、事務所を会長所在校に置く。

第２条 この会は川口市教育研究会管下の小・中学校教職員で組織する。 

〈目 的〉 

第３条 この会は教育基本法その他学校教育に関する諸法規に基づき、会員の研究を保障し組織的教

育研究活動を充実させて、川口市教育の民主的な発展に寄与することを目的とする。 

    〈事 業〉 

第４条 この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(1) 会員の個人、共同研究の援助 

(2) 研究会、講演会、講習会 

(3) 発表会、研究物の刊行 

(4) その他必要な事項 

〈機 関〉 

第５条 この会に次の機関を置く。 

(1) 総会 (2)評議員会 (3)本部役員会 

第６条 総会は最高の議決機関で、全会員で構成し年 1 回開催する。ただし、必要があるときは臨時

総会を開催することができる。 

  ２．総会は次の事項を取り扱う。 

(1) 役員の承認に関する事項 

(2) 会務の報告承認 

(3) 研究活動方針ならびに予算の審議決定 

(4) 会則の制定変更に関する事項 

(5) その他必要な事項 

第７条 評議員会は総会に次ぐ議決機関で年２回開催する。ただし、必要があるときは臨時評議員会

を開催することができる。 

  ２．評議員会は各校選出の評議員、各学校長、各研究部長、本部役員会構成員によって構成する。 

  ３．評議員会は次の事項を取り扱う。 

(1) 各種原案の審議決定 

(2) 各部事業の調整と承認 

(3) 他団体派遣役員の承認 

(4) 役員選考委員の選任 

(5) その他必要な事項 

第８条 本部役員会は会務を執行する機関で、正副会長・事務局長・会計・庶務をもって構成し必要に

より開催する。 

  ２．本部役員会は次の事項を取り扱う。 

(1) 総会・評議員会の決定事項の処理 

(2) 各種原案の作成 

(3) 研究部との連絡協議 
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(4) 緊急事項の処理 

(5) 会運営に関する意見についての措置 

(6) 広報・所管事務連絡ならびに処理 

(7) 総会・評議員会・本部役員会記録ならびに処理 

(8) その他必要な事項 

    〈研究活動組織〉 

第９条 この会は専門領域の研究を深め研究活動を進めるため次の研究部を置く。 

(1) 国語研究部    （９）技術・家庭研究部      （17）視聴覚教育研究部 

(2) 社会科研究部   （10）外国語研究部        （18）学校図書館研究部 

(3) 算数・数学研究部 （11）生活科・総合的な学習の時間研究部（19）教育心理・教育相談研究部

(4) 理科研究部    （12）道徳教育研究部       （20）健康教育研究部 

(5) 音楽研究部    （13）特別活動研究部       （21）学校事務研究部 

(6) 図工・美術研究部 （14）生徒指導研究部       （22）食育研究部 

(7) 書写研究部    （15）進路指導・キャリア教育研究部

(8) 保健体育研究部  （16）特別支援教育研究部   

  ２．会員の所属する研究部は会員の自由選択とする。 

  ３．研究部は必要により部会・分科会・発表会等によって運営する。 

  ４．研究部は次の事項に行う。 

(1) 専門領域の研究 

(2) 部会事業の計画実施 

(3) 評議員会ならびに本部役員会付託事項の処理 

(4) 研究部記録・研究物の保管 

(5) その他必要な事項 

 〈会 議〉 

第 10 条 この会の各種会議の議長（司会）は、そのつど出席会員の中から選出する。 

   ２．この会の各種会議は出席全員の総意を得るように進められなければならない。 

    〈役 員〉 

第 11 条 この会に次の役員を置く。 

(1) ①会 長 1 名  ②副会長 2 名  ③事務局長 1 名  ④事務局次長 1名 

⑤会 計 2 名  ⑥庶 務 2 名  ⑦会計監査 2 名 

(2) 評議員 各校 1名 

(3) ①研究部長 各部 1名   ②副部長 若干名 

第 12 条 この会の各種委員の選出は次の手続きによって行う。 

   (1)第 11 条 1 項の役員については、評議員会によって選任された役員選考委員が会員の中より

選出し、総意をもって総会に推薦する。 

   (2)選考委員会の任期 1年とし、第 12 条 1項の通り欠員分の役員を推薦する。 

     会長（会長に欠員が生じた場合は副会長）は臨時に評議員会を招集し、評議員会の責任にお

いて役員を決定する。 
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   (3)評議員は各校ごとに当該校会員の総意によって選出する。 

   (4)研究部正副部長は研究部ごとに選出し、評議員会の承認を得る。 

第 13 条 役員の任務は次のとおりとする。 

   (1)会長はこの会を代表し、会運営の責任者となり、各種会議を招集する。 

   (2)副会長は会長を助け、会長に事故あるときはその代理をする。 

   (3)事務局長は事務局の責任者として、会の常務を行う。 

   (4)会計はこの会の会計にあたる。   

   (5)庶務は事務局長を助け、会の常務を行う。 

   (6)会計監査は会計を監査する。   

   (7)評議員は各校を代表して、評議員会を構成し、重要な会務を審議決定する。 

   (8)部長は各研究部を代表し部活動推進の責任者となる。副部長は部長を助け、部長に事故ある 

    ときはその代理をする。副部長 1名は部会計に連絡する。 

第 14 条 役員の任期は 1年とする。ただし、再任をさまたげない。 

    〈会 計〉 

第 15 条 この会の経費は会費・助成金等をこれにあてる。会費徴収に関しては別にこれを定める。 

第 16 条 この会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31 日に終わる。  

    〈付 則〉 

第 17 条 この会則施行に必要な細部は別に定める。 

    〈付 則〉 

  １．昭和 27年４月 ４日 会則制定 

  ２．昭和 30年５月 17日 一部改正 

  ３．昭和 33年５月 15日 一部改正 

  ４．昭和 45年２月 24日 再編再発足にあたり新たに制定 

  ５．昭和 48年５月 10日 一部改正 

  ６．昭和 49年５月 10日 一部改正 

  ７．昭和 57年５月 11日 一部改正 

  ８．平成 ４年５月 ７日 一部改正 

  ９．平成 13年５月 11日 一部改正 

  10．平成 14年５月 22日 改善・改革により改正 

  11．平成 16年５月 ７日 一部改正 

  12．平成 18年５月 ２日 一部改正 

  13．平成 20年５月 ２日 一部改正 

  14．平成 22年４月 27日 一部改正 

  15．平成 26年５月 ７日 一部改正 

  16．平成 29年４月 25日 一部改正 

  17．平成 31年４月 24日 一部改正 

  18．令和 02年４月 21日 一部改正 

  19．令和 06年７月 ５日 一部改正 
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組織と構成一覧 

 １ 組織と構成一覧                         ()内数字は会則条文 

(第 6 条) 

             （第 11 条、13条） 

              （第 8条）          （第 11 条、13条） 

（第 7条）                        （第 11 条） 

２ 研究活動組織 

*部長（1名）・副部長（若干名）

研 

究 

部 

１.国語研究部 

２.社会科研究部 

３.算数・数学研究部 

４.理科研究部 

５.音楽研究部 

６.図工・美術研究部 

７.書写研究部 

８.保健体育研究部 

９.技術・家庭研究部 

10.外国語研究部 

11.生活科・総合的な 

学習の時間研究部 

12.道徳教育研究部 

13.特別活動研究部 

14.生徒指導研究部 

15.進路指導・キャリア教育研究部

16.特別支援教育研究部 

17.視聴覚教育研究部 

18.学校図書館研究部 

19.教育心理・教育相談研究部 

20.健康教育研究部 

21.学校事務研究部 

22.食育研究部 

総   会 

（最高の議決機関）

全会員で構成 

会 計 監 査 

本 部 役 員 会 

（会務執行の機関）

１. 会 長（1名）

２. 副 会 長（2名）

３. 事務局長（1名）同次長（1名）

４. 会 計（2名）

５. 庶 務（2名）

評 議 員 会 

（議決機関）

１. 各 学 校 長 

２. 評 議 員（各校 1名）

３. 各研究部長（22名）

４. 本部役員会

総     会 

評 議 員 会 

（本部役員会）
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川口市教育研究会本部役員規程 

〈総  則〉 

１．この規定は会則第 17条により、会則第 8条の本部役員会の業務の詳細を定めるものである。 

２．本部役員会は会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計、庶務で構成する。 

３．本部役員会の運営について、会の常務は事務局長がその中心となり、有機的に処理する。 

〈業務内容〉 

 ４．本部役員会の業務内容は下記の通りである。 

  (1)総務 

   〇各種会議の運営と記録の整理 〇予算決算に関する業務 〇文書の印刷発送受付 

   〇組織対策 〇保管帳簿の整理 〇各種意見や要望の処理 〇その他関係業務の事務 

  (2)事業 

   〇各種行事の企画と執行 〇各種集会場の設定及び運営 〇その他の業務の事務 

  (3)研究対策 

   〇研究部等の活動の推進に関すること 〇研究紀要編集の事務 〇その他の関係業務の事務 

  (4)調査広報 

   〇各種情報宣伝活動の事務 〇研究会情報の編集発行 〇各種調査の企画実施 

   〇その他関係業務の事務 

〈本部役員会の働き〉 

 ５．本会運営の執行業務を円滑にするための本部役員会を開く。 

  (1)会議は必要に応じて開く。 

  (2)会議は下記のことを行う。 

   〇執行業務全般の調整と推進 〇渉外に関する事項 〇各種原案の発議作成に関すること  

   〇財政確立に関する事項 〇所管事項の連絡報告 〇その他必要な事項 

〈本部役員会の運営〉 

 ６．評議員会の議案は事務局長が総括し、事務局長又は担当責任者が提案する。 

 ７．本部役員会の業務を円滑に進めるため、下記の帳簿綴を置き、事務局長の責任において整備保 

   存する。整備は本部役員で分担する。 

   〇会則・規程 〇総会・評議員会記録 〇会計諸帳簿 〇各種文書 

   〇研究部活動報告綴 〇情報・会報綴 〇会員名簿 

〈文書発送・受付〉 

 ８．会より文書発送は原則として会長名をもって行い、必要な場合は担当責任者名を連記する。 

   なお、文書処理の分掌は下記に通りとする。 

  (1)教育委員会（承認願等）または渉外に関する文書〔会長〕 

  (2)総会および評議員会開催に関する文書〔会長〕 

  (3)その他必要な文書〔事務局長、担当責任者〕 

  (4)研究部関係〔研究部長〕 

 ９．本会宛の文書の受付は、会長または事務局長において行い、事務局長が保管する。 

   なお、本会内における報告、通知、その他一切の文書は会長ならびに事務局長宛各 1 通送付し

事務局に保管する。 
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〈各種会議、集会の開催と渉外〉 

 10．各種会議及び集会等の開催、または渉外に関する事項は下記により処理する。 

(1) 総会、評議員会、その他会長が直接招集するものについては会長が必要な手続きとり事務局

長が処理を行う。 

(2) 各部研究会、主任会またはこれに準ずる集会等の開催にあたっては、「承認願い」を原則とし

て開催 3 週間前までに、会長宛のメールに添付して提出する。なお、会長の承認または事務

局長要請を受け必要な連絡交渉が部長を行う。ただし、要請ある場合は会長がこれを行う。 

(3) 会員が上部・他団体の会議に本会々員の資格で出席した場合、本会の運営にかかわる事項に

ついては、会長、事務局長が報告を受け本部役員会の議を経て必要な処理を行う。 

(4) 研究部等が教育委員会等と協議する場合は、会長、事務局長に連絡をする。 

(5) 「授業研究会」その他の研究集会等、教育委員会及び他団体との共催に関する項の処理は、

そのつど本部役員会の議を経て行うものとする。 

〈会計の処理と執行〉 

 11．会計についての処理、執行は次のように行う。 

(1) 会費は校長の責任において、所定の手続きにより会計に納入する。 

(2) 執行予算の支出については、会長の承認を得るものとする。 

(3) 会計は会計簿、歳出仕訳書、領収書綴を整備し、会費の収支を記録する。 

(4) 研究部会計は会計責任者において会計簿により処理する。 

(5) 研究部会計については、必要により会長、会計において確認するものとする。 

 12．補助金の申請、収受は、次のように行う。 

(1) 申請書は所定の様式により作成し、事務局長宛へ 1 部提出する。なお必要により事務局の指

示を受けるものとする。 

(2) 現金は、会長から、収受責任者に交付する。 

(3) 収受責任者は、助成金額を会計簿（研究部）に明記し支出に関する証拠書類を保管する。 

(4) 前例のない助成交付金を受けようとする場合は、予め会長を通じ、本部役員会の承認を得る

ものとする。 

(5) 現金交付の領収証は、会計において帳簿を整備し、記録、保管する。 

 13．本会会員の慶弔については下記により行う。 

(1) 弔事については、下記によりこれを行う。 

 〇現職職員の死亡については、香典及び生花を献げ代表者が会葬する。 
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令和７年度 川口市教育研究会 本部役員名簿

本部役員 会 長 加藤 智美 芝富士小 校長

副会長 渡辺 秀和 芝東中 校長

副会長 鎌田 尚 前川小 校長

事務局長 栁澤 靖明 青木中 事務主幹

事務局次長 濵松 圭介 安行小 事務主査

会 計 巻嶋 洋司 木曽呂小 教頭

会 計 山元 正雄 上青木小 教頭

庶 務 西野 翼 新郷小 主幹教諭

庶 務 北澤 正崇 戸塚中 主幹教諭

令和７年度 川口市教育研究会 部長・ 副部長名簿

国語 部 長 鈴木 玲 上青木中 校長
副部長 片倉 有紀 幸並中 校長
副部長 平野 裕子 本町小 教頭
副部長 深尾 純子 領家小 教頭
副(会) 武井 悦子 新郷南小 教諭

社会 部 長 山村 拓司 安行東小 校長
副部長 山田 晴美 芝西小 校長
副部長 岩本 好則 安行小 校長
副部長 高宮 明洋 本町小 校長
副(会) 佐藤 昌幸 榛松中 教頭
副(会) 北川 智之 戸塚小 教頭

算数

数学

部 長 曽山 武寿 芝西中 校長
副部長 相樂 雅彦 東本郷小 校長
副部長 飯塚 稔 榛松中 校長
副部長 風間 正弘 新郷東小 教諭
副(会) 西牧 崇 青木中 主幹教諭

理科 部 長 功刀 幸代 戸塚西中 校長
副部長 河口 典久 鳩ケ谷小 校長
副部長 鹿野 泰史 東本郷小 教頭
副部長 髙村 周作 戸塚中 教頭
副(会) 柏木 浩文 鳩ケ谷中 教頭

音楽 部 長 中根 隆弘 領家中 校長
副部長 山田 亮 飯仲小 教諭
副部長 野尻 瑠美 芝南小 教諭
副部長 佐々 木 梨奈 芝小 教諭
副部長 西村 由衣 芝西小 教諭
副(会) 平澤 寛子 戸塚西中 教諭

図工美術 部 長 小出 喜代子 西中 校長
副部長 佐藤 哲也 朝日西小 校長
副部長 根本 広徳 元郷小 校長
副(会) 山中 美穂 在家中 教諭

書写 部 長 吉見 範子 青木北小 校長
副部長 林 奈緒美 元郷南小 校長
副部長 中川 猛 木曽呂小 校長
副部長 上倉 義郎 元郷中 校長
副部長 杉山 弘亮 元郷中 教諭
副(会) 杉山 こずえ 前川東小 主幹教諭

保健体育 部 長 山形 崇 原町小 校長
副部長 栁田 勇 東中 校長
副部長 渡邉 栄次 安行東中 校長
副部長（ 会計担当） 栗林 丈夫 上青木南小 教頭
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技術家庭 部 長 藤田 由美恵 仲町中 校長
副部長 井上 貴子 南鳩ヶ谷小 校長
副部長 藤川 悟 小谷場中 校長
副部長 佐藤 朋子 南中 校長
庶務・ 会計 池田 絢子 戸塚北小 教諭
庶務・ 会計 本間 直美 神根中 教諭
庶務・ 会計 尾崎 裕也 十二月田中 教諭

外国語 部 長 渡辺 秀和 芝東中 校長
副部長 舟橋 岳見 八幡木中 教諭
副部長 大野 健一 飯仲小 教諭
副(会) 永薗 吉子 十二月田中 教諭

生活科・総合 部 長 佐々 木 小百合 上青木小 校長
副部長 佐藤 睦典 安形東小 教頭
副部長 高野 すみ 辻小 教諭
副(会) 吉田 豪 朝日西小 教諭

道徳 部 長 髙橋 伸治 安行東小 教頭
副部長 小久保 理恵 飯仲小 教頭
副部長 和田 俊 戸塚小 主幹教諭
副部長 新井 亮佑 芝中 教諭
副部長 堀越 龍太 戸塚西中 教諭
副(会) 清水 貴芳 芝南小 主幹教諭

特別活動 部 長 吉田 栄 芝樋ノ爪小 校長
副部長 福嶋 繁夫 青木中央小 校長
副部長 髙村 周作 戸塚中 教頭
副部長 品田 隆 上青木中 教頭
副(会) 佐藤 雅裕 差間小 教頭

生徒指導 部 長 山崎 幹 中居小 教頭
副部長 秋山 之信 戸塚南小 教頭
副(会) 小川 巧 芝西小 教頭

進路・ キャリ

ア

部 長 佐々 木 俊二 上青木中 教諭

副部長 藤山 暁 戸塚西中 教諭
副(会) 松園 均 十二月田中 教諭

特別支援 部 長 春川 嘉孝 朝日東小 校長
副部長 加藤 雅明 桜町小 教頭
副(会) 紅谷 守 八幡木中 教諭

視聴覚 部 長 中村 義郎 領家小 校長
副部長 後藤 清仁 朝日東小 教頭
副部長 大森 秀峰 芝富士小 教諭
副（ 会） 阿久沢 透 戸塚綾瀬小 教諭

学校図書 部 長 大髙 珠恵 元郷小 教頭
副部長 荒井 倫彦 十二月田小 教頭
副(会) 布施 伊澄 十二月田小 教諭

教育心理 部 長 新井 恵 仲町小 校長
副部長 越田 直孝 前川東小 教頭
副部長 峰岸 慎 芝小 教頭
会計 吉田 久美子 芝樋ノ爪小 教諭

健康教育 部 長 岩澤 奈々 子 並木小 校長
副部長 植野 真代 慈林小 教諭
副部長 宮﨑 尊子 木曽呂小 教諭
副(会) 大塚 直美 南中 教諭

学校事務 部 長 山城 秀夫 中居小 事務
副部長 有山 嘉彦 領家小 事務
副(会) 金子 莉奈 前川東小 事務

食育 部 長 駒崎 由紀子 安行小 栄養教諭
副部長 野原 遥河 青木中 栄養教諭
副(会) 林田 美智子 八幡木中 栄養教諭
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令和７年度 川口市教育研究会 各校の会員数 
番号 学校名 校長 教頭 会員数 
1 本町小学校 高宮 明洋 平野 裕子 36 
2 幸町小学校 織本 寛之 渡部 尚美 40 
3 仲町小学校 新井  恵 井出 真之 26 
4 上青木小学校 佐々木 小百合 山元 正雄 38
5 元郷小学校 根本 広徳 大髙 珠恵 26 
6 飯塚小学校 佐藤 秀雄 藤田 美奈子 26 
7 芝小学校 櫻井 秀子 峰岸  慎 26 
8 新郷小学校 橋爪  優 岡田 直人 35 
9 神根小学校 篠崎 弘敬 赤松 祐介 19 
10 青木北小学校 吉見 範子 伊藤 元洋 38
11 領家小学校 中村 義郎 深尾 純子 20 
12 舟戸小学校 駒崎 弘匡 遠藤 崇寛 24
13 十二月田小学校 富山 益光 荒井 倫彦 35 
14 飯仲小学校 河村 昭彦 小久保 理恵 18 
15 並木小学校 岩澤 奈々子 服部  豊 30 
16 安行小学校 岩本 好則 渡邉  恵、関根 光一 41 
17 原町小学校 山形  崇 平井 悠一 27 
18 前川小学校 鎌田  尚 星川 重治 33 
19 戸塚小学校 菊池 直樹 北川 智之 34
20 青木中央小学校 福嶋 繁夫 関野 俊介、島田 秀明 44
21 元郷南小学校 林 奈緒美 土井  亮 36 
22 芝西小学校 山田 晴美 小川  巧 32
23 芝南小学校 朝倉 伸行 田村 健一 30 
24 神根東小学校 三浦 大助 村上 裕一 14 
25 朝日東小学校 春川 嘉孝 後藤 清仁 21 
26 芝富士小学校 加藤 智美 渡部  健 25 
27 前川東小学校 小野寺 啓太 越田 直孝 29 
28 柳崎小学校 川端 浩司 江森 比左恵 28 
29 芝樋ノ爪小学校 吉田  栄 増田 真二 26 
30 新郷南小学校 関口 真仁 内山 祥平 28 
31 上青木南小学校 菊地 陽子 栗林 丈夫 21
32 根岸小学校 伊藤 美智恵 石田 智久 19 
33 芝中央小学校 佐藤 元康 中島 大樹 14 
34 新郷東小学校 岡本 賢一 河野 通昭 25 
35 朝日西小学校 佐藤 哲也 吉田 勝美 16
36 慈林小学校 石原 昌治 久保 賀子 32 
37 差間小学校 中河 正明 佐藤 雅裕 30 
38 東本郷小学校 相樂 雅彦 鹿野 泰史 21 
39 東領家小学校 高橋 義樹 漆山 和子 9 
40 安行東小学校 山村 拓司 佐藤 睦典、髙橋 伸治 44 
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41 在家小学校 萩原 美樹 向井 剛生 21 
42 戸塚東小学校 安島 高史 黒木 芳弘 30
43 戸塚北小学校 鹿田 大輔 本橋 浩之 37
44 木曽呂小学校 中川  猛 巻嶋 洋司、石黒 裕也 37
45 戸塚綾瀬小学校 栗原 元一 高野  浩 27
46 戸塚南小学校 井上 千春 秋山 之伸 40
47 鳩ヶ谷小学校 河口 典久 大貫 俊弥 28 
48 中居小学校 小林 進治 山崎  幹 42 
49 辻小学校 近藤 百合 上條 太一 25 
50 里小学校 福田 由香 亀山 義光 34
51 桜町小学校 齊藤 敦史 加藤 雅明 26 
52 南鳩ヶ谷小学校 井上 貴子 大森 雅之 11 
53 東中学校 栁田  勇 酒井 佑樹 21 
54 西中学校 小出 喜代子 梶本 美岐 25
55 南中学校 佐藤 朋子 坂本 圭一郎 24 
56 北中学校 三浦 伸之 菅  久徳 29 
57 青木中学校 齋藤 秀一 平澤 佳都子 42
58 芝中学校 荻上 晃司 大野 寛人 27 
59 元郷中学校 上倉 義郎 小森  樹 25 
60 上青木中学校 鈴木  玲 品田  隆 38
61 幸並中学校 片倉 有紀 鈴木 久勝 15 
62 十二月田中学校 栁田  朗 猿橋 武司 33 
63 仲町中学校 藤田 由美恵 小島 輝久 17 
64 安行中学校 中地 保成 伊藤  啓、沼口 昭一郎 45 
65 芝東中学校 渡辺 秀和 中野 直之 15 
66 芝西中学校 曽山 武寿 中山 直紀、本保 光男 22
67 岸川中学校 三浦 伸之 平  健倫 13 
68 榛松中学校 飯塚  稔 佐藤 昌幸 21 
69 小谷場中学校 藤川  悟 阿部 雄太 17 
70 神根中学校 寺田 和成 山浦 直也 27 
71 領家中学校 中根 隆弘 高田 朋子 30 
72 戸塚中学校 川鍋 岳人 岩﨑 竜太、高村 周作 34
73 在家中学校 山本 智広 山﨑 広智 13 
74 安行東中学校 渡邉 栄次 大倉 芳樹 21 
75 戸塚西中学校 功刀 幸代 山田 博之、淺香 友文 48
76 鳩ヶ谷中学校 市川 重彦 柏木 浩文 27 
77 八幡木中学校 岸田 健吾 太田 宏和 29 
78 里中学校 小野  毅 大井 裕美子 26 
79 附属中学校 森田 吉信 新井 朋子 19 

計 2177 
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編集後記 

 会員の皆様のご協力により、令和７年度『研究紀要第５３号』が完成いたしました。

各学校で働き方改革が進んでおり、一定の成果を上げている一方で、そろそろ学校単位で取り組むにも

策が尽きていると思う節もあります。そのような中、あくまでも私個人の意見ではありますが、研究紀要

や成果報告の在り方についても検討し、改善する時期になっているのではないかと感じています。

しかし、改めて研究紀要の編集担当として、各部会の取組や授業研究会の様子を拝見させていただくと、

それぞれの部会で、プロとしての専門性を伸ばすための取組をされていることが伝わり、私自身の担当教

科以外の部会の授業研究会や講演会に参加してみたいとさえ思いました。それぞれの取組は川口の子ども

たちを中心に据え行われており、その実践の様子を幅広く伝える手段がこの研究紀要であると思います。

より多くの教職員の皆様に目を通していただきたいと願うばかりです。少なくとも「研究紀要を書くため

に」「活動費をもらっているから」「やりたい人がいないから輪番で」などの理由で、目的を見失った形で

継続させていくようなことがあってはならない、と強く思いました。

この研究紀要が、本研究会のさらなる発展のために有効に活用されますとともに、会員の皆様の実践や

児童生徒への日々の指導に生かしていただければ、本研究会の『子どもから出て 子どもに還る』の基本

理念の具現化につながるものと考えます。

 最後になりますが、この研究紀要作成にあたり、川口市教育委員会をはじめ、各研究部の部長・副部長

様、ご執筆頂いた担当の皆様に厚く御礼申し上げ、編集後記といたします。

（文責 芝東中学校 渡辺 秀和）

研究紀要 第５３号 編集委員 

安藤 桃香（上青木小学校・教諭）

神保友佳子（青木北小学校・主幹教諭）

熊谷  壽（青木中央小学校・主幹教諭）

西牧  崇（青木中学校・主幹教諭）

長尾 光一（上青木中学校・主幹教諭）

村上 淳哉（附属中学校 ・主幹教諭）

◎渡辺 秀和（芝東中学校・校長） ＊研究紀要担当本部役員  
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発行責任者    川口市教育研究会会長 加藤 智美（芝富士小学校・校長）
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